
令和６年度 第１回静岡県感染症対策連携協議会

日時：令和６年７月31日(水)15時00分～

場所：グランディエール ブケトーカイ

４Ｆ「シンフォニー」

（一部委員はＷＥＢ参加）

１ 開 会

２ 会長の選任

３ 議 事

協議事項

（１）新型インフルエンザ等対策行動計画の改定方針

（２）令和６年度の県の感染症対応訓練

報告事項

（１）ふじのくに感染症管理センターの取組

（２）県感染症対策専門家会議の設置、FICTの再編

（３）その他

３ 閉 会
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令和６年度
第１回静岡県感染症対策連携協議会

令和６年７月 31 日（水）
静岡県健康福祉部医療局感染症対策課　　　　
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22

議事

１　新型インフルエンザ等対策行動計画の改定方針

２　令和６年度の県の感染症対応訓練

協議事項

報告事項

１ ふじのくに感染症管理センターの取組

２ 専門家会議の設置、FICTの再編

３ その他
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新型インフルエンザ等対策行動計画に関連する感染症法令

3

法律名 対象 目的 規定内容

新型インフルエンザ
等特別対策措置法

新型インフル
エンザ等

国民の生命及び健康の保護、国民
生活及び国民経済に及ぼす影響を
最小化する

迅速な初動対応のための体制、
経済社会全体にわたる総合的な対策を統
一的に講じるために必要な措置
【行動計画の策定（政府、県及び市町】

感染症法
（感染症の予防及び感
染症の患者に対する医
療に関する法律）

国内常在感染
症、輸入感染
症及び新興感
染症

感染症の予防及びまん延防止によ
り公衆衛生の向上及び増進をはか
る

感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する必要な措置
【予防計画の策定（県及び保健所設置市）】

検疫法
常在しない輸
入感染症のみ

国内に常在しない感染症の病原体
が国内に侵入することを防止する

感染の有無を判定するための検査や、陽
性者を感染症指定医療機関へ搬送し隔離
するなどの検疫措置

予防接種法
免疫が脆弱な
者

感染症の発生及びまん延予防と同
時に、感染症に対する免疫が脆弱
な者の健康を保護する

公的に実施される予防接種の種類や実施
の方法、接種により健康被害が生じた場
合の救済制度等

学校保健

安全法
児童生徒等及
び学校職員

学校における児童生徒等及び職員
の健康の保持増進を図り、学校教
育の円滑な実施とその成果の確保
に資する

学校における保健管理、安全管理に関し
必要な事項
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新型インフルエンザ等対策特別措置法の必要性

4

（制定：平成24年５月/改定：令和２年３月、令和３年２月、令和５年４月）

第一条（目的）　この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型イン

　フルエンザ等※が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤とな

　るおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新

　型インフルエンザ等対策の実施に関する計画（※政府行動計画）、まん延防止等重点措置、緊急事

　態措置等について特別の措置を定めることにより、感染症法その他新型インフルエンザ等の発生の

　予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、

　もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び

　国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

第二条（定義）　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

　ころによる。

　一　新型インフルエンザ等　新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

新型インフルエンザ等対策特別措置法（要旨）
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新型インフルエンザ等対策特別措置法が対象とする「新型インフルエンザ等」の定義

5

特措法での定義（第２条） 左列の感染症法での定義（第6条） 共通の特徴

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

新型インフル
エンザ等感染症

新型インフルエンザ
再興型インフルエンザ
新型コロナウイルス感染症
再興型コロナウイルス感染症
（あらかじめ規程するもの）

一般に国民が当該
感染症に対する免疫
を獲得していないこ
とから、

当該感染症の全国
的かつ急速なまん延
により、

国民の生命及び健
康に重大な影響を
与えるおそれがある

指定感染症

既に知られている感染性の疾病
（政令で定めるもの）

　１類感染症、２類感染症、３類感染症と
　新型インフルエンザ等感染症を除く

新感染症

既に知られている感染性の疾病
とは、その病状又は治療の結果
が明らかに異なるもの
（厚労大臣が認めて公表するもの）



予防計画の対象感染症は行動計画の対象感染症を含む（新型インフルエンザ、全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症等）

行動計画の内、医療に関する内容は予防計画に含まれる

予防計画と新型インフルエンザ等対策行動計画の関係

⇒予防計画との整合性を踏まえ、行動計画の医療に関する部分について感染症対策連携協議会にお諮りする

県危機管理部
と連携して作
成

産業界からの
意見聴取

連携協議会で
議論

6



主な改定 国 県

平成17年11月 新型インフルエンザ等国行動計画 静岡県新型インフルエンザ保健医療対策行動計画（平成17年12月）

平成19年10月 新型インフルエンザ等国行動計画改定 静岡県新型インフルエンザ保健医療対策行動計画改定（平成20年１月）

平成21年４月 新型インフルエンザ（A/H1N1)発生

平成23年９月 政府新型インフルエンザ対策行動計画策定

平成25年４月 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行 静岡県新型インフルエンザ等対策本部設置条例施行

平成25年６月 新型インフルエンザ等対策政府行動計画策定 －

平成25年９月 －
静岡県新型インフルエンザ等対策本部運営要領制定

静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画策定

平成29年９月 
新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定 
・治療薬の確保量など一部を改定
　※以降政府行動計画の改定なし

静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画改定①
・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄目標の変更等

令和３年２月 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改定する法律施行
・「新型インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイル
　ス感染症」を対象
・「新型コロナウイルス感染症に対する基本的対処方針」　
　が決定　

令和６年７月
新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定閣議決定
（令和6年9月頃公示予定） －

令和６年９月～令和７年３月 － 静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画改定②

◆ 平成25年４月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「新型インフルエンザ等対策政府行動計
画」に基づき、平成25年９月に「静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定

◆県の感染症予防計画が感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な計画であることに対し、　　　　　　　　
県の新型インフルエンザ等対策行動計画は新型インフルエンザ等の発生状況に応じて段階ごとに国、地方公共団体、
事業者等が取り組む主要な項目を記載した計画

◆令和６年７月２日に新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定が閣議決定がされ、それを踏まえ、静岡県新型イ
ンフルエンザ等対策行動計画の改定が必要

新型インフルエンザ等対策行動計画の策定経緯

7



国資料（新型インフルエンザ等対策推進会議資料）

政府行動計画の概要①

8

※新型コロナウイルスの経験を踏まえて変更



国資料（新型インフルエンザ等対策推進会議資料）

政府行動計画の概要②（対策項目の横断的な５つの視点）

9



第1部　新型インフルエンザ等対策特別措置法と政府行動計画　
第2部　新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針

第3部　新型インフルエンザ等対策項目の考え方及び取組
　　　（対策項目を主体とした整理）

Ⅰ　始めに
Ⅱ　新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
Ⅲ　各段階における対策　
　（対策時期を主体とした整理）

これまでの政府計画の構成 改定後の計画の構成

※新規項目

政府行動計画の改定内容

10

新型コロナの経験を踏まえ、「全面改定」

行動計画に基づいた訓練の実施を規定

対策項目：（改定前）６項目→（改定後）13項目

対策時期：（改定前）５期　→（改定後）３期「準備期」「初動期」「対応期」

対策時期

未発生期

海外発生期

国内発生早期

国内感染期

小康期

対策項目

(1)実施体制

(2）サーベイランス・情報収集

(3)情報提供・共有

(4)予防・まん延防止

(5)医療

(6)国民生活・国民経済の安定の確保

対策時期

準備期

初動期

対応期

対策項目

(1)実施体制

(2)情報収集・分析

(3)サーベイランス

(4)情報提供・共有、リスクコミュニケーション

(5)水際対策

(6)まん延防止

(7)ワクチン

(8)医療

(9)治療薬・治療法

(10)検査

(11)保健

(12)物資

(13)国民生活・国民経済の安定の確保

※新規項目



【実施体制（抜粋）】※政府行動計画68ページから69ページ
　・厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等が発生したと認めたときは、速やかにその旨を公表す　
　　るとともに、内閣総理大臣に報告する。（略）内閣総理大臣は閣議にかけて、政府対策本部を
　　設置し（略）公示する。
　・都道府県は、直ちに都道府県対策本部を設置する。
　・市町村は必要に応じて、対策本部を設置することを検討し、新型インフルエンザ等対策に係る
　　措置の準備を進める。

政府行動計画

県行動計画

※必要に応じ県独自内容を追加

11

【実施体制】
　・県は、政府対策本部が設置された場合は直ちに県対策本部を設置する。
　・市町は、政府対策本部が設置された場合は対策本部を設置することを検討し、新型インフル　
　　エンザ等対策に係る措置の準備を進める。

抽出

政府行動計画同様全面改定とする。

政府行動計画で各団体等が取組む内容を規定しているため、県及び市町等に関する部分を抜き出して県行動計画と
する

県行動計画の記載の考え方



御意見いただきたい内容①（『計画の全体構成』について）

平成25年に策定された政府行動計画の構成と県行動計画の構成の比較

【案１】改定政府行動計画と同様

平成25年策定の政府行動計画の構成

　Ⅰ　始めに
　　１.新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定
　　２.取組の経緯
　　３.政府行動計画の作成

　Ⅱ　新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
　

　　Ⅱ-１.新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略
　　Ⅱ-２.新型インフルエンザ等対策の基本的考え方
　　Ⅱ-３.新型インフルエンザ等対策実施上の留意点　
　　Ⅱ-４.新型インフルエンザ等発生時の被害想定等
　　Ⅱ-５.対策推進のための役割分担
　　Ⅱ-６.政府行動計画の主要６項目
　　Ⅱ-７.発生段階

　Ⅲ　各段階における対策　
　　　　未発生期から小康期までの５つの時期ごとに
　　　　６つの対策項目を記載

平成25年策定の県行動計画の構成

　第１章　総論
　　第１節　県の責務、計画の位置づけ、構成等
　　　第１　県の責務及び計画の位置付け
　　　第２　県行動計画の構成
　　　第３　県行動計画の対象とする感染症
　　　第４　市町行動計画及び指定地方公共機関業務計画

　　第２節　新型インフルエンザ等対策に関する基本方針
　　　

　　　第１　新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略
　　　第２　新型インフルエンザ等対策の基本的考え方
　　　第３　新型インフルエンザ等対策実施上の留意点
　　　第４　流行規模及び被害想定等
　　　第５　対策推進のための役割分担
　　　第６　県行動計画の主要６項目
　　　第７　発生段階

　第２章　各段階における対策　
　　　　未発生期から小康期までの５つの時期ごとに
　　　　６つの対策項目を記載

県独自
記載

政府のみ
に関する

記載

平成25年策定の県行動計画は「総論」と「具体的な対策項目」の２章構成で、平成25年策定の政府行動計画に対応しつつ県独自記載が追加

　⇒（案）今回改定の県行動計画の全体構成は、これまで同様「総論」と「具体的な対策項目（各論）」による構成
　　　とし、「総論」では前県行動計画と改定政府行動計画から項目を取り入れ、さらに新たな県独自記載も追加

12

具体的な
対策項目
（各論）

総論



御意見いただきたい内容①（『計画の全体構成』について）

改定後県行動計画の構成イメージ

（現行）県行動計画の構成

はじめに
第１部　新イ対策特別措置法と政府行動計画
　第１章　新イ対策特別措置法の意義等
　　　第１節　感染症を取り巻く状況
　　　第２節　新イ対策特別措置法の制定
　　　第３節　政府の感染症危機管理の体制
　第２章　政府行動計画の作成と感染症危機対応　
　　　第１節　政府行動計画の作成
　　　第２節　新型コロナウイルス感染症対応での経験
　　　第３節　政府行動計画改定の目的

第２部　新イ対策の実施に関する基本的な方針
　第１章　新イ対策の目的及び実施に関する
　　　　　　基本的な考え方等
　　第１節　新イ対策の目的及び基本的な戦略
　　第２節　新イ対策の基本的な考え方

　　第３節　様々な感染症に幅広く対応できるシナリオ　
　　第４節　新イ対策実施上の留意事項
　　第５節　対策推進のための役割分担
　第２章　新イ対策の対策項目と横断的視点
　　第１節　政府行動計画における対策項目等
　第３章　政府行動計画の実効性を確保するための取組等
　　第１節　国立健康危機管理研究機構（JIHS)の果たす役割

　　第２節　政府行動計画等の実効性確保

第３部　新イ対策の各対策項目の考え方及び取組
　※第1章実施体制から第13章国民生活及び国民経済の
　　安定の確保まで13項目３期について記載

（改定）政府行動計画の構成

※下線・赤字部分は
　政府行動計画から

※下線・青字部分は政府のみ

（改定）県行動計画の構成イメージ

第１章　総論
　第１節　県の責務、計画の位置づけ、構成等
　　第１　県の責務及び計画の位置付け
　　第２　県行動計画の構成
　　第３　県行動計画の対象とする感染症
　　第４　市町行動計画及び指定地方公共機関業務計画

　第２節　新イ対策に関する基本方針
　　第１　新イ対策の目的及び基本的な戦略
　　第２　新イ対策の基本的考え方
　　第３　新イ対策実施上の留意点
　　第４　流行規模及び被害想定等
　　第５　対策推進のための役割分担
　　第６　県行動計画の主要６項目
　　第７　発生段階

第２章　各段階における対策　
　（対策時期を主体とした整理）
　※未発生期から小康期まで５期６項目について記載

第１章　総論

　第１節　新型インフルエンザ等（以下、新イ）対策
　　　　　　特別措置法、政府行動計画と県行動計画
　　第１　感染症を取り巻く状況
　　第２　新イ対策特別措置法の制定
　　第３　県感染症管理センターを中心とした県感
　　　　　　染症危機管理の体制
　　第４　県の責務及び計画の位置付け
　　第５　県行動計画の構成
　　第６　市町行動計画及び指定地方公共機関業務計画

　第２節　新イ対策に関する基本方針
　　第１　新イ対策の目的及び基本的な戦略
　　第２　新イ対策の基本的な考え方

　　第３　様々な感染症に幅広く対応できるシナリオ
　　第４　新イ対策実施上の留意事項
　　第５　対策推進のための役割分担
　　第６　県行動計画における対策項目等

　第３節　県行動計画の実効性を確保するための取組等
　　　第１節　県感染症管理センターの果たす役割
　　　第２節　県行動計画等の実効性確保

第２章　各段階における対策　
　※対策項目の構成については連携協議会等のご意見

　　を基に作成

※下線・緑字部分は
　現行計画から

県独自記載の追加

※下線・茶字部分は
　県独自項目

13



御意見いただきたい内容②（『具体的な対策項目の構成』について）

構成

案１ 改定政府行動計画と同様に、13の対策項目ごとに３つの時期の対策を記載していく

案２ これまでの県行動計画と同様に、３つの時期ごとに13の対策項目を記載していく

１具体的な対策項目の構成案について

２　構成のイメージ

14

対策項目

時
　　　

　
期

（１）準備期 『準備期』における13の対策項目の内容を記載

（２）初動期 『初動期』における　〃

（３）対応期 『対応期』における　〃

時　　期

準備期 初動期 対応期

対
策
項
目

(１)実施体制 時期別の対応内容を記載

(２)情報収集・分析 〃

(３)サーベイランス 〃

(４)情報提供・共有、リスクコミュニケー
ション

〃

(５)水際対策 〃

(６)まん延防止 〃

(７)ワクチン 〃

(８)医療 〃

(９)治療薬・治療法 〃

(10)検査 〃

(11)保健 〃

(12)物資 〃

(13)国民生活・国民経済の安定の確保 〃

【案２】これまでの県行動計画と同様【案１】改定政府行動計画と同様



県行動計画の構成例

15

案１　対策項目ごとの記載

対策項目 記載内容

(７)ワクチン

【準備期】  ※政府行動計画P118準拠
 
　県は、国とともに、ワクチンの研究
開発や感染症の基礎研究及び治験等臨
床研究の領域における人材育成を行う
大学等の研究機関を支援する。

(９)治療薬・
治療法

【準備期】　※政府行動計画P151準拠
 　 
　県は、国とともに、治療薬・治療法
の研究開発や感染症の基礎研究及び治
験等臨床研究の領域における人材育成
を行う大学等の研究機関を支援する。

時期 記載内容

準備期

(７)ワクチン

　県は、国とともに、研究開発や感
染症の基礎研究及び治験等臨床研究
の領域における人材育成を行う大学
等の研究機関を支援する。

(９)治療薬・治療法
　(７)ワクチンと同様の支援を実　
　施する。

※時間軸で対策内容が把握しやすい
※今読むべき時期の内容を集中して読める

案２　時期ごとの整理

※政府行動計画との比較が容易で、政府行動計画の　
　改定時に県行動計画の改定すべき内容が明らか



国の考え方
（令和６年７月３日開催　令和６年度全国感染症危機管理担当課長会議より）

16

県計画の進捗状況について、毎月内閣官房危機管理統括庁へ報告

県計画改定期限について法による定めはないが、国としては来年

の県議会６月議会に報告していただくことを目標としている

市町行動計画について、法定期限はないが、国としては県行動計

画を基に令和７年度中に改定することが望ましいと考えている

（市町行動計画の改定状況についても国が進捗管理を行う）



区分 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 R7.1月 ２月 ３月 R7.4月～

国

県

計画改定

連携
協議会

専門家
会議

保健所

庁内
連絡会

訓練

市町

改
定
方
針

静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画改定作業

県訓練

行
動
計
画

公
示

国
会
報
告

政府訓練

最
終
案

市町行動計画改定作業

パブリック
コメント

訓練計画検討

素
案
確
認

改
定

新型インフルエンザ等対策行動計画改定スケジュール

市町行動計画改定準備

経済関係団体等意見聞き取り

17

 

県
議
会

(

六
月
議
会)

報
告

県
計
画

内
容
確
認

県
計
画

報
告

参
加

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

策
定

改
定
行
動
計
画

閣
議
決
定

調
整

回
答

 

改
定
方
針

 

素
案
確
認

意見

助
言
又
は

勧
告

反
映

参考

関係部局による連絡会議（随時開催）

提
出

報
告

 

最
終
案

【部会（病院・診療所）】
　・骨子案の了解
　・素案の説明
　・県訓練内容の説明

保健所長会

国審査のフィードバック
への対応が必要



今後策定する県行動計画について御意見いただきたいポイント

18

・現行県行動計画と同様に、「総論」と「具体的な対策項目（各論）」の
　２部構成

・案１：新政府行動計画と同様に13の対策項目ごとに記載する形式

・案２：現行県行動計画と同様に３つの時期ごとに記載する形式

・総論及び各論部分に県独自に是非記載してほしい内容

１　改定県行動計画の構成

２　総論の内容　

３　具体的な対策項目（各論）の構成

・「現行県行動計画」と「新政府行動計画」両者の必要項目により構成し、

　これに県独自項目を盛り込む

４　県独自項目の内容　



1919

議事

１　新型インフルエンザ等対策行動計画の改定方針

２　令和６年度の県の感染症対応訓練

協議事項

報告事項

１ ふじのくに感染症管理センターの取組

２ 専門家会議の設置、FICTの再編

３ その他



20

令和６年度新型インフルエンザ等行動計画に基づく訓練実施について

新型インフルエンザ等対策政府行動計画において、行動計画に基づいた訓練の実施が定められている

政府行動計画

該当項目

政府行動計画記載内容

（訓練部分抜粋）
赤字は具体的内容

国
JIHS
※

県
政
令
市

保
健
所

地
衛
研

市
町

医
療
機
関

指
定
（
地
方
）

公
共
機
関

県が想定する

具体的な訓練内容

実施体制 実践的訓練 ○ ○ ○ ○ ○ ○
• 関係機関間の情報伝達
• 県対策本部設置

情報収集・
分析

情報収集・分析の実施体
制の運用状況

◎ ○ ○ ○
• 国、JIHSと県との情報伝達
• 関係機関間の情報伝達

サーベイラ
ンス

疑似症サーベイランスに
よる新型インフルエンザ
等の早期探知の運用

◎ ○ ○ ○
• 国、JIHSと県との情報伝達
• 県と医療機関との情報伝達

水際対策 有事に備えた訓練 ◎ ○ ○ ○

• 検疫所と県との情報伝達

• 検疫所から健康監視を依頼
された対象者が発症した際
の対応

まん延防止 訓練の必要性についての
理解促進

◎ ◎
• 国に対し、緊急事態措置を

要請するための検討

ワクチン 接種体制構築に必要な訓
練

◎ ◎ ○
• ワクチン配分、搬送方法検討
• ワクチン接種会場設置

政府行動計画に記載されている訓練内容及び実施者 ◎：主導、○：協力

20
※JIHS（Japan Institute for Health Security）とは…次の感染症危機に備える新たな専門家組織「国立健康危機管理研究機構」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立感染症研究所と国立国際医療研究センター（NCGM）が統合して2025年４月に創設予定

R5

政府訓練



21

令和６年度新型インフルエンザ等行動計画に基づく訓練実施について

政府行動計画

該当項目

政府行動計画記載内容

（訓練部分抜粋）

赤字は具体的内容
国 JIHS 県

政
令
市

保
健
所

地
衛
研

市
町

医
療
機
関

指
定
（
地
方
）

公
共
機
関

県が想定する
具体的な訓練内容

医療 医療人材・感染症専門人
材育成

◎ ◎ ○ ○ ○
消防

○

• 疑似症や患者発生に伴う保健
所と医療機関、県の情報伝達

• 県と医療機関との情報伝達

• 患者発生時の搬送方法や病院
受入れ方法確認

治療薬・
治療法

治療薬の配送等に係る体
制

○ ○ ○ ○ ○
薬局含

• 治療薬の配分検討
• 治療薬の配送方法検討

検査

①検査体制の構築

②検査実施能力の確保状
況把握

③検体搬送

◎ ○ ◎ ◎ ○
○
協定検
査機関
含む

○

• 検体搬送の体制

• 保健所、医療機関、地衛研、
検査機関の連絡方法

• 検査実施方法
• 検査結果の情報伝達

保健
新型インフルエンザ等の
発生及びまん延を想定し
た訓練（全庁対応）

◎ ◎ ○ ○

• 保健所における初動対応（指
揮命令系統の確立等）

• 保健所への応援体制検討

• 感染症業務（相談対応、積極
的疫学調査、移送、検体搬送、
PPE着脱等の実技等）

保健 G-MISを活用した医療機
関状況の把握

◎ ◎ ◎ ◎ ○

• 県及び保健所と医療機関情報
伝達

• 医療機関G-MIS入力、県G-MIS
情報利活用検討

政府行動計画に記載されている訓練内容及び実施者 ◎：主導、○：協力

21
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次なる新興感染症等によるパンデミックの想定タイムライン

段
階

医療措置協定

県予防計画

政府行動計画

旧政府行動計画 未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期

想定される
状況

平時 国外発生 国内発生
厚労大臣公表

（※１） 県内発生 公表１か月後 公表３か月後 公表６か月後～

• 水際対策の
強化

• 疑似症定点
医療機関に
よる疑似症
ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ

• 緊急対応策
の決定

• 症例定義発表
• 指定感染症

指定
• 疑似症例の

発生

• 特措法に基
づく政府対
策本部設置

• 疑似症→確
定例の発生

• 事業所にお
ける出勤抑
制等

• 患者数の増
加

• 入院患者数
の増加

• 自宅療養者
増加

• ワクチンや
治療薬に
よって軽症
者が増加

• 感染症法上
の類型見直
し

県の
行動・対策

• 相談体制の
構築

• 検査体制の
構築

• 県対策本部
設置

• 協定締結医
療機関への
要請（流行
初期：病床
確保・発熱
外来）

• 有事FICT始動
要請

• 宿泊療養施
設設置要請

• 保健所への
応援

• 県備蓄物資
配送開始

• 特措法措置
等の検討

• 自宅療養者
支援体制整
備（配薬・
配食体制含
む）

• 協定締結医
療機関への
要請（流行
初期以降：
病床確保・
発熱外来）

• ワクチン接
種体制整備

• 県内全医療
機関への要
請（オール
静岡による
体制）

県感染症
協議会等

県対策本部
会議等

流行初期（発生公表から3ヶ月程度） 流行初期以降

ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ 通常医療体制

対応期（C-1)対応期※２（B)初動期 対応期（C-2～D）準備期

県から医療機
関への要請

※１　厚生労働大臣が行う感染症法第44条の２第１項（新型インフルエンザ等感染症）、第44条の７第１項（指定感染症）又は第44条の10第１項（新感染症）の規定による発生についての公表

※２　対応期定義…B：封じ込めを念頭に対応する時期、C-1：病原体の性状等に応じて対応する時期、C-2：ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期、D:特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期



23

令和６年度　県訓練　案

段
階

医療措置協定

県予防計画

政府行動計画

旧政府行動計画 未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期

想定される
状況

平時 国外発生 国内発生
厚労大臣公表

（※１） 県内発生 公表１か月後 公表３か月後 公表６か月後～

• 水際対策の
強化

• 疑似症定点
医療機関に
よる疑似症
ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ

• 緊急対応策
の決定

• 症例定義発
表

• 指定感染症
指定

• 疑似症例の
発生

• 特措法に基
づく政府対
策本部設置

• 疑似症→確
定例の発生

• 事業所にお
ける出勤抑
制等

• 患者数の増
加

• 入院患者数
の増加

• 自宅療養者
増加

• ワクチンや
治療薬に
よって軽症
者が増加

• 感染症法上
の類型見直
し

県の
行動・対策

• 相談体制の
構築

• 検査体制の
構築

• 県対策本部
設置

• 協定締結医
療機関への
要請（流行
初期：病床
確保・発熱
外来）

• 有事FICT始
動要請

• 宿泊療養施
設設置要請

• 保健所への
応援

• 県備蓄物資
配送開始

• 特措法措置
等の検討

• 自宅療養者
支援体制整
備（配薬・
配食体制含
む）

• 協定締結医
療機関への
要請（流行
初期以降：
病床確保・
発熱外来）

• ワクチン接
種体制整備

• 県内全医療
機関への要
請（オール
静岡による
体制）

県感染症
協議会等

県対策本部
会議等

流行初期（発生公表から3ヶ月程度） 流行初期以降

ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３ 通常医療体制

対応期（C-1)対応期※２（B)初動期 対応期（C-2～D）準備期

R5

政府訓練
国と都道府県との
情報共有を実施

※１　厚生労働大臣が行う感染症法第44条の２第１項（新型インフルエンザ等感染症）、第44条の７第１項（指定感染症）又は第44条の10第１項（新感染症）の規定による発生についての公表

※２　対応期定義…B：封じ込めを念頭に対応する時期、C-1：病原体の性状等に応じて対応する時期、C-2：ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期、D:特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
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今年度の県訓練（案）について御意見いただきたいポイント

24

○「初動期（国内発生早期）」

１　時期　

○県対策本部の立ち上げ

○疑似症患者が県内で初発生した時の対応

　・感染症指定医療機関への入院搬送

　・地方衛生研究所での検体検査

　・協定締結医療機関等との情報共有　　　　　　　など

２　内容　
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議事

１　新型インフルエンザ等対策行動計画の改定方針

２　令和６年度の県の感染症対応訓練

協議事項

報告事項

１ ふじのくに感染症管理センターの取組

２ 専門家会議の設置、FICTの再編

３ その他
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区　　分 事　　業 事　業　内　容

既存感染症対策

肝炎患者医療費負担金 医療費自己負担額の一部を助成し経済的負担を軽減し早期治療を支援

ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業 肝炎患者を早期治療に結びつけるため、検査費用の助成を実施

肝炎対策事業費
肝疾患診療地域連携体制の強化するほか、肝炎ウイルス陽性者の早期治療
につなげるため、肝炎ウイルス検査を実施

風しん抗体検査事業費助成
妊娠を希望する女性やその同居者への抗体検査の実施により先天性風しん
症候群を予防

結核健康診断事業費 結核患者の早期発見とまん延防止のため学校等で健康診断に費用を負担

感染症等対策事業
感染症発生動向調査の実施、保健所における検査体制の構築等によるエイ
ズ予防対策、保健師等による服薬支援による結核対策事業、ハンセン病入
所者厚生支援等を実施

感染症予防体制整備事業
デング熱媒介蚊のモニタリング調査により、デング熱の発生防止の対策等
を実施

新型インフルエ
ンザ対策

新型インフルエンザ対策事業 新型インフルエンザの発生に備え、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄薬
の更新等を実施

感染症医療提供
体制の確保

感染症指定医療機関運営費助成 一類感染症、二類感染症患者等への医療の提供体制を確保

既存感染症対策関連事業

ふじのくに感染症管理センターの取組

センターの事業構成

既存感染症対策（毎年度共通） 新興感染症対策（センター設置（R5）～）＋
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昨年度（令和５年度）のふじのくに感染症管理センターの取組実績

センターに求められる機能 具体的な取組 内容

①司令塔機能

感染症対策連携協議会の設置
（令和５年７月25日）

・改定感染症法により、国からの要請を踏まえた関係機関
　を構成員として新たに設置し、連携を強化

感染症予防計画の改定
・改定感染症法に基づき、平時からの備えを確実に推進す
　るため、新たに病床等の医療提供体制の確保に係る具体
　的な数値目標を設定し、より実効性のある内容に改定

医療措置協定の締結
・感染症予防計画掲載の数値目標の裏付けとなる医療機関
　との医療措置協定の締結に向けて準備

②感染症情報センター機能 情報プラットフォームの構築
・デジタル化とデータ管理の一元化による保健所業務の効
　率化や県民・医療関係者に向けた情報発信機能の充実を
　図るためのシステム開発に着手

③検査・相談機能 東部保健所細菌検査課の移転
・新興感染症流行時における環境衛生科学研究所の遺伝子
　検査を補完するため、施設改修により新たに遺伝子検査
　室を設置し、ＰＣＲ検査機器等を導入

④人材育成機能 研修事業の実施

・クラスターが発生しやすい社会福祉施設等における基本
　的な感染症対策の底上げを図るため、施設職員の役割に
　応じた研修も実施
　　※延べ18回、2,300人（516施設）が受講
・県内社会福祉施設全体のフォローアップに向けて自己学
　習ツールを用意
・感染対策向上加算１医療機関情報交換会の実施
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今年度（令和６年度）ふじのくに感染症管理センターの取組予定 

センターに求められる機能 具体的な取組 内容

①司令塔機能

感染症対策連携協議会の開催(R5～) ・新型インフルエンザ等対策行動計画の改定に向けた協議

感染症対策専門家会議の設置
・県が取り組む施策に対する専門的助言を得るため、センター
　の常設専門家会議として設置

ふじのくに感染症専門医協働チー
ム（ＦＩＣＴ）の再編

・新型コロナ対応において保健所の要請に基づきクラスター発
　生施設等の現場への介入を実施してきたＦＩＣＴを平時から
　活用できるよう新たな体制に再編

新型インフルエンザ等対策行動計
画の改定

・新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定（７月２日閣
　議決定）を踏まえ、県行動計画の改定

①医療措置協定の締結 ・医療措置協定の締結、協定指定医療機関への指定

②協定締結医療機関向け
　施設・設備整備助成

・国庫補助を活用した協定締結医療機関向け施設・
　設備整備助成の実施

　感染症対応訓練 ・初動期を想定した訓練を実施

②感染症情報センター機能
③情報プラットフォームの構築
　(R5～)

・「感染症発生状況見える化ダッシュボード（情報発
　信）」及び「感染症情報共有システム（業務効率
　化）」の開発

③検査・相談機能 遺伝子検査の実施体制確保
・機器の手順書作成や職員の検査手法向上のための研修等を実
　施し、有事に備えた遺伝子検査の実施体制を確保

④人材育成機能

④研修事業の実施
・社会福祉施設職員の役割に応じた研修の実施
・感染対策向上加算未算定医療機関向け研修の実施
・感染対策向上加算１医療機関情報交換会の実施

⑤感染症専門人材育成支援

・「一般社団法人日本環境感染学会」に入会し、学会
　が主催する学術集会等に参加者を派遣する介護施設
　等及び介護施設等と連携している医療機関に対して
　年会費等を助成
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①県感染症予防計画に定める数値目標と達成状況

項目 時期 内容 数値目標※ 実績値 達成度

病床
流行初期

確保病床数

414床
（56病院）　

411床
（53機関）

99.3％

流行初期
以降

747床
（72病院）

761床
（76機関）

101.9％

発熱外来
流行初期

協定締結
医療機関数

760機関 594機関 78.2％

流行初期
以降

930機関 911機関 98.0％

自宅療養者等
への医療提供

流行初期
以降

病院・
　診療所数

570機関 617機関 108.2％

薬局数 810機関 1,421機関 175.4％

訪問看護
事業所数

120機関 97機関 80.8％

合計 　 1,500機関 2,135機関 142.3％

後方支援
流行初期

以降
医療機関数 110機関 118機関 107.3％

人材派遣
流行初期

以降
医師・看護師数 140人 292人 208.6％

（令和６年６月末時点）

29※医療提供体制に係る数値目標は医療機関に対する意向調査に基づき設定
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①県感染症予防計画に定める数値目標と達成状況（続き）

項目 時期 内容 数値目標※ 実績値 達成度

検査能力及び
検査機器確保数

（核酸検出検査による
もの）

流行初期

流行初期
以降

　衛生研究所 　360件/日　 　360件/日 100％

　医療機関、
民間検査機関等

　県内及び県外の民間検
　査機関等と検査協定を
　締結し、流行初期にお
　ける発熱外来受診者に
　対応可能な１日当たり
　検査件数を確保

流行初期から
８機関と
協定予定

達成見込み

宿泊施設

流行初期 　確保居室数 　110室　 １施設
目標以上の
室数確保

流行初期
以降

　確保居室数

　県内及び県外の宿泊施
　設と協定を締結し、新
　型コロナ対応時より多
　い居室数を確保

７施設と
協定予定

達成見込み

（令和６年６月末時点）

30※検査能力及び宿泊施設に係る数値目標はコロナ対応実績を踏まえ、関係機関と調整の上設定
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　　　　　　　　　　　　新興感染症等対応医療機関施設・設備整備事業費助成（令和６年度）

　　　　　　　　　　　　感染症指定医療機関運営費等助成（平成11年度～）

補助
対象 個室病床の整備 パーテーションの設置 病棟出入口扉の設置等 個人防護具保管庫の整備

対象
機関 第一種協定指定医療機関（病床確保） 

・第一種協定指定医療機関
・第二種協定指定医療機関
(外来医療、自宅療養者等医療)
※訪問看護事業者、薬局含む

申請数 ４ １ － 65

補助
対象 

簡易陰圧装置、ＰＣＲ検査装置、簡易ベッド
ＨＥＰＡフィルター付き空気清浄機、
ＰＣＲ検査装置、簡易ベッド

対象
機関 

第一種協定指定医療機関（病床確保） 第二種協定指定医療機関(外来医療、自宅療養者等医療)

申請数 14 137

施
設
整
備

設
備
整
備

②感染症指定医療機関及び協定締結医療機関への助成事業

協定締結医療機関向け

感染症指定医療機関向け

補助対象 感染症指定医療機関運営経費（空床補償） 施設設備整備（シャワー室の設置、陰圧装置の設置等）

対象機関 第一種指定医療機関、第二種指定医療機関

申請数 ８件（予定） なし

決定額 64,597千円（見込み） なし

新規

継続

31
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③情報プラットフォームの構築

情報プラットフォームの構成

区分 感染症発生状況見える化ダッシュボード 感染症情報共有システム

システム
概要

・匿名化した発生届や病床利用状況のデータ　
　を活用したオープンデータベースの構築

・感染症の発生動向などのデータを閲覧者
　が自らグラフや地図上で可視化できる機
　能を備えた専用のホームページを開設

・発生届のオンライン化、患者調査票等を電子化

・保健所間のデータの共有化

・各種通知や証明書の発行の自動化

昨年度の
取組

・複数のシステム開発事業者との協議を
　重ね、仕様書を作成し、企画提案方式
　による業者選定を実施

・保健所との協議を実施し、必要な機能や
　発行する様式等を精査の上、仕様書を作　
　成し、企画提案方式による業者選定を実施

選定事業者
富士通Japan株式会社
特徴：BIツール「Tableau」を活用

株式会社イエスウィキャン
特徴：ﾛｰｺｰﾄﾞﾂｰﾙ「Claris FileMaker」を活用

情報発信の強化 業務効率化の推進
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④令和６年度感染症管理センター主催研修事業（予定）

 対象者 
開催
時期 講師 内容 開催方法 

福
祉
・
介
護
施
設
向
け 

　管理者
（主に入所型施設） 

９月 
 県内専門医：高橋先生（浜医） 
 外部講師：溝田先生（大学院大学） 
 県感染症対策課職員

• 感染症発生時のリスクマネジメント 

• リスクコミュニケーション 
• 感染症法と人権 

 ハイブリッド型 
（会場100名） 
 １回×１会場 

 　全職員
 （主に入所型施設） 

８月 県感染症対策課職員 •  訓練シナリオ等を用いた実践訓練 
 ハイブリッド型 
（会場100名） 
 １回×３会場 

　感染対策担当者
 （主に入所型施設） 

７月～
９月 

 感染管理認定看護師等 
（８名×東・中・西=24名）

 

• 施設内での自主研修を促すため、場面
別感染対策

• 研修資料の活用方法を学ぶ
　（排泄・口腔・食事） 

 ハイブリッド型 
（会場60名） 
 １回×３会場 

医
療
機
関
向
け 

　加算外病院 
８月
～
９月 

 ①②県内専門医（倉井先生） 
 ③県内感染管理認定看護師 
  （１～２名） 

① 院内感染対策の基本、よくある対
策の誤り

② 感染症発生想定訓練 

③ 手指消毒、ラウンドでの視点  

①～③について
それぞれオンラ
イン実施 
各１回、計３回 

　加算１医療機関 
(場合によって加算２･３) 

１月～ 
３月 

県内専門医 
（テーマによって決定） 

• 令和５年度の参加医療機関から意見
を踏まえ検討(テーマ別研修等） 

 オンライン 
(Zoomミーティング) 

7/8西部、7/10東部 開催

全ての社会福祉施設職員が研修受講することは困難であることから、受講者を中心とした施設内の感染対策研修によりノウハ
ウを伝えていくことを企図して、今年度は施設内における感染対策を指導・助言できる人材育成に重点を置いて実施
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⑤感染症専門人材育成支援事業費助成

区　分 内　容 備　考 

対象機関 
・介護施設等を運営する事業者

・介護施設等と連携している医療機関 
 

対象経費 　（一社）日本環境感染学会への参加に係る経費 年会費、学術集会参加費 

補助率 　定額　21,000円（予算の範囲内） １施設（機関）１人まで 

制度概要

（参考）高齢者施設等感染対策向上加算

◆  令和６年度の介護報酬改定により、高齢者施設等において感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関
　との連携の上で感染拡大を防止する取組を評価する「高齢者施設等感染対策向上加算」が創設された。

◆  次の新興感染症等の流行に備えて、介護施設等における感染対策に係る指導・助言ができる人材を育成するため、

　感染対策に関する学会に加入し、学会が主催する学術集会等への参加を支援する制度を創設した。
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議事

１　新型インフルエンザ等対策行動計画の改定方針

２　令和６年度の県の感染症対応訓練

協議事項

報告事項

１ ふじのくに感染症管理センターの取組

２ 専門家会議の設置、FICTの再編

３ その他
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感染症管理センター所管の会議体一覧
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専門家会議（FICT含む）と他の会議体との関係

（B） （A） （C）

A
　主に感染症の専門家からなる静岡県独自の組織であり、専門家会議は県（感染症管理センター）の

取組に対して助言し、FICTは各保健所の行う感染症対応に助言

B

• 感染症法に基づき県が設置する会議体
• 平時は予防計画等の改定や計画の実施状況の評価、その実施に有用な情報を共有するなど、

構成機関間の連携の緊密化を図る。
• 有事には県新型インフルエンザ等感染症対策本部に対し感染症医療を含む県全体の医療保健

福祉全般に関する助言・提言を行う。

C 　コロナ前から活動し、特に行政施策が必要な感染症等に関し県に助言・提言
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県感染症対策専門家会議の設置及び役割

感染症対策専門家会議の役割

静岡県感染症管理センター基本構想に基づき、常設専門家会議である「静岡県感染症対策専門家会議」を
設置し、平時は様々な感染症に対する県の施策に提案・意見をいただき、有事の迅速な対応にも備える。

平時 有事

開催頻度 年１～２回程度 必要時適時

構成員
次ページ参照

※必要に応じて専門家を招集
重症化リスクのある基礎疾患等の診療科の専
門家等も委員に追加

助言・意
見の内容

センターが取り組む施策に対する助言・意見
　○人材育成
　○情報プラットフォーム、
　○感染症対応訓練のシナリオ　等

※新興感染症のほか、既存感染症（梅毒、
　VRE等）にも対応

新興感染症に対する感染症対策への助言・意見
○感染対策、ワクチン・治療薬、感染状況の　
　評価とレベル等に関して、専門家として科
　学的根拠に基づき「県新型インフルエンザ
　等感染症対策本部」へ提言を行う。

38
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県感染症対策専門家会議の構成員

◎＝会長、○＝副会長　 

◆ 令和６年７月17日（水）に第１回会議を開催し、会長・副会長の選任及び訓練、感染症対策等について協議

39

区分 № 氏　　名 所属団体名・役職名 

感染症対策を専門分野と
する医師（７名）

※（五十音順）

１ 　岩井　一也 　静岡市立静岡病院　 院内感染対策室長 

２ 　大曲　貴夫 
　国立国際医療研究センター 
　国際感染症センター長 

３ 　倉井　華子◎ 　　　 　静岡県立静岡がんセンター　感染症内科部長 

４ 　小清水 直樹 　藤枝市立総合病院　 副院長 

５ 　荘司　貴代　 　静岡県立こども病院  小児感染症科医長 

６ 　古橋　一樹 　浜松医科大学医学部附属病院　感染制御センター長 

７ 　宮入　 烈○　 　浜松医科大学　 小児科学講座教授 

研究機関（２名） 
８ 　黒川　 顕　 　国立遺伝学研究所　 副所長 

９ 　寺井　克哉　 　県環境衛生科学研究所　 微生物部長 

関係団体（３名）

10 　福地　康紀 　静岡県医師会   副会長 

11 　毛利　 博 　公益社団法人   静岡県病院協会会長 

12 　木村　雅芳 　保健所長会会長  （西部保健所長）
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ふじのくに感染症専門医協働チーム（FICT）の役割について

新型コロナ対応において保健所の要請に基づきクラスター発生施設等の現場への介入を行っていた「ふじのくに　感
染症専門医協働チーム（以下「ＦＩＣＴ」）」を平時から活用できるよう新たな体制に再編する。

平時 有事

○発生頻度の低い感染症や既知感染症の大規
　模な集団感染が発生した場合などにおいて、
　保健所長の要請に基づき、保健所に対し、
　感染拡大防止のための専門的助言を実施

○保健所が集団感染が発生した施設等へ介入
　した場合において、保健所長の要請に基づ
　き、施設等に対する直接的な助言や指導を　
　実施

　　○保健所や施設への助言・支援を拡大　　
　　　して実施

協力メンバーを追加して、規模拡大

40
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ふじのくに感染症専門医協働チーム（FICT）の構成員について

区分 № 氏　　名 所属団体名・役職名 担当保健所

感染症
（成人領域）

（７名）

１ 　倉井　華子◎ 静岡県立静岡がんセンター　感染症内科部長  賀茂
熱海
東部

御殿場
富士

２ 　鶴山　優 　西伊豆健育会病院 内科 

３ 　山口　哲司 　伊豆今井浜病院 外科科長 

４ 　小清水　直樹 　藤藤枝市立総合病院　副院長 中部

５ 　原田　雅教 　磐田市立病院 呼吸器内科部長感染対策室長 西部

６ 　岩井　一也 　静岡市立静岡病院　院内感染対策室長 　 静岡市

７ 　田島　靖久 　浜松医療センター 感染症内科部長衛生管理室員 浜松市

感染症
（小児領域）

（３名） 

８ 　荘司　貴代 　静岡県立こども病院  小児感染症科医長

　すべての
　県保健所

９ 　宮入　烈 　浜松医科大学 小児科学講座教授 

10 　石垣　英俊 　浜松医科大学医学部附属病院　小児科助教 

DMAT
（３名）

11 　今津　康宏 　静岡医療センター 麻酔科部長 

12 　三木　靖雄 
　藤枝市立総合病院 救急担当副院長兼救命救
　急センター所長 

13 　高橋　善明 　浜松医科大学医学部附属病院救急部　助教 

◎＝リーダー

令和６年７月29日（月）にFICT初回会議を開催し、リーダーの選任及び活動報告、情報共有を実施

41
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議事

１　新型インフルエンザ等対策行動計画の改定方針

２　令和６年度の県の感染症対応訓練

協議事項

報告事項

１ ふじのくに感染症管理センターの取組

２ 専門家会議の設置、FICTの再編

３ その他
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静岡県 新型コロナ １週間感染者数(2023.5/8～2024.7/21)

前週比1.42倍

この１週間(7月15～21日)は
推計1万2000人（1日約1800人）

先週は推計86００人（1日約1200人）

このラインを超えると
医療がひっ迫するおそれ

＝ の目安16人

このラインを超えると
感染者が急増するおそれ

＝ の目安８人

13.96感染拡大
注意報レベル

2023年 2024年



感染拡大警報
（2023夏の波）8/４～17, 8/25～9/28
（2024冬の波）2/2～21

（2023夏の波）7/14～8/3, 8/18～24, 9/29～１０/１２

（2024冬の波）1/19～2/1, 2/22～3/7

44

静岡県独自の新型コロナ注意報・警報
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• 国立感染症研究所が、中和抗体か
らの逃避や感染者数増加の優位性
が示唆される系統等として動向を
注視する必要があるとしたオミクロ
ン株の系統等の検出状況を示す

• 直近（6/24～7/21）では、県全体
ではＢＡ.2.86系統が計85検体
（94％）検出され、うちJN.1系統3
検体、KP.3系統73検体（81%）で
あった

• 検体採取は結果が判明した週の約
２週前

静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統の状況（2023.1/9～2024.7/21） 

46
ゲノム
解析数

政令市を含む県全体
KP.3と

その子孫系統
の割合

1
6

%

6
5

%

8
1
%

501,635,440,104, 25, 28, 29,140,228,206, 80, 13, 20, 75, 80, 63, 72, 19, 40, 90



静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2023.5/8～2024.7/21)

(18%)
(15%)

(18%)

(19%)
(16%)

(21%)

(9%)(11%)
(10%)

(9%)
(9%) (10%)

(13%)
(11%)

(11%)

(12%)
(13%) (11%)

(7%)
(8%) (7%)

(6%)(8%) (7%)

(7%)(7%) (6%)

1,510人 ３,０２０人 6,950人

(8%)

(8%)

（10%)

(10%)

(11%)

(12%)

(9%)

(13%)

(18%)

14,687人

(7%)

(7%)

(7%)

(10%)

(22%)

(8%)

（7%)

(9%)

(21%)

8,994人 2,181人

(11%)

(9%)

(11%)

(15%)

(19%)

(10%)

(8%)

(8%)

（7%)

47報告者数

(15%)

(15%)

(11%)

(9%)

(11%)

(10%)

(10%)

（9%)

(12%)

1,416人

• 直近7月の20歳未
満は、6月とほぼ同
じで約29%

• 7月の60歳以上は、
6月と較べて少し減
少し、約29%

• 7月同士で昨年と
今年を較べると、
20歳未満は
37%⇒28%に減
60歳以上は  
19%⇒29%に増

(24%)

(15%)

(9%)

(10%)

7,447人

(7%)

（9%)

(7%)

(10%)

(10%)

(8%)

2,423人

(13%)

（11%)

(15%)

(13%)

(11%)

(11%)

(10%)

(8%)

(17%)

(12%)

(13%)

(11%)

（9%)

9,646人

(10%)

(11%)

(9%)

(8%)

(23%)

（7%)

(10%)

(9%)

(10%)

(8%)

(9%)

(7%)

(17%)

1,903人

(14%)

(13%)

(16%)

(9%)

(13%)

(7%)

（9%)

(8%)

(10%)

3,203人

(10%)

(11%)

(9%)

（11%)

(12%)

(15%)

(12%)

(9%)

(11%)

2,042人 2,473人

（9%)

(11%)

(18%)

(12%)

(12%)

(8%)

(10%)

(11%)

(10%)
(8%)

(12%)

（9%)

(16%)

(10%)

(12%)

(12%)

(11%)

(10%)

4,295人
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(2022.9/28～2023.5/7) (2023.5/8～9/19) (2023.9/20～2024.3/31)

• 2023年夏から高齢者のコロナ接種率は低下

• 最後の公費接種であった2023年秋開始接種
も接種率は約50%にとどまった

• 自己負担約7,000円の発生する2024年秋
開始接種は、接種率がさらに低下するおそれ

静岡県　コロナワクチン接種時期ごとの高齢者（65歳以上）の接種率の推移

(2023年度まで稼働していたVRS［ワクチン登録システム］のデータから計算)

BA.4/5対応ワクチン XBB.1.5対応ワクチンBA.1⇒BA.4/5対応ワクチン



静岡県　新型コロナ入院患者数　現時点でのおおまかな推計

2023年 2024年 49

• 2024年3月まで（実線）は、水曜日の県内入院患者数

• 4月以降（破線）は、県内基幹定点10病院の1週間の

• 新規入院報告数ｘからの推計値ｙ (y ≒ 5.5x + 33)

• 県内病院に新型コロナで
入院している患者数は、
直近（7/15～21の週）
では約４００人と推計



静岡県　新型コロナ感染者数、入院者数等の推移（2022.10/19～ ）

（人,件）

第８波 このラインを超えると感染者が
急増するおそれ＝

の目安200人/週/人口10万

レベル１

レベル２

レベル３

第８波では、

• 注意報ライン　　　を
越えると感染者　　　
の増加が加速

• 警報ライン　　　を越
えて２週以降に入院
者　　　や救急搬送困
難事案　　　が急増

第９波

このラインを超えると医療がひっ
迫するおそれ＝ の

目安400人/週/人口10万

23.5/8まで実数
5/9より推計値 4月以降も集計可

2022年 2023年 2024年 50

（政令市分）4月以降も集計可

第10波



新型コロナ注意報・警報発令中のG-MIS入力と活用

51

　　入力項目 　　活用

現在入院患者数
　中等症Ⅱ

　人工呼吸器管理
　ECMO管理

入院患者数の正確な状
況の把握と共有、 県民
への周知

G-MIS入力や閲覧の
習熟

発熱外来でのコロナ検査件数 発熱外来の正確な状況
の把握と共有、県民へ
の周知発熱外来がひっ迫しているか

できれば毎日　週1回



静岡県　新型コロナとインフルエンザの流行の状況（2023.5/8～2024.7/21）

（人数/週）

インフル流行期レベル

コロナ警報レベル

1000

7000

1400
0

インフル注意報レベル

インフル警報レベル

コロナ注意報レベル

（インフルエンザ、コロナともに定点報告数からの推計値）

※　静岡県では過去の実績から定点医療機関
あたりの1週間の報告数をコロナは880倍、
インフルエンザは1000倍した値を県内推計
感染者数としている

2023年 2024年 52

• コロナは急増中で、第28週(7/8-
14)から注意報レベル

• インフルは昨年第34週(8/21-27)
以来の流行期が第１8週(4/29-
5/5)で解除

• コロナとインフルの推計感染者数の比
率は直近で12,300：100≒120：1



別冊資料１

00215589
テキストボックス
新型インフルエンザ等対策推進会議資料

00243856
四角形







新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」各分野ごとの取組
準備期 初動期 対応期

①実施体制 • 国、地方公共団体、JIHS、指定公共機関、医療機関等における人
材育成や実践的な訓練

• 国と都道府県等の連携や国際連携体制の強化

• 関係機関で速やかに情報共有し、必要に応じて関係閣僚
会議等を開催の上、対応方針を協議

• 政府対策本部の設置、統括庁・厚労省の体制の強化

• 国は、JIHSと連携し、都道府県・関係機関との情報共有
を行いつつ、基本的対処方針を改定

• 必要に応じて応援職員派遣や総合調整・指示
②情報収集・分析 • 関係機関との連携強化含む感染症インテリジェンス体制の整備や

DXの推進
• 平時からの情報収集・分析及び有事に収集・分析を強化する情報

や把握手段の整理

• 当該感染症のリスク評価体制の確立
• 感染症・医療に関する包括的なリスク評価
• 国民生活及び国民経済の状況に関する収集
• 得られた情報や対策に関する都道府県等への共有

• 感染症対策の判断に際した、感染症・医療に関する包括
的なリスク評価及び国民生活及び国民経済の状況の考慮

• 得られた情報や対策に関する都道府県等への共有

③サーベイランス • 感染症サーベイランスの実施体制の構築や電子カルテと発生届の
連携に向けた検討を進めるなどのDXの推進

• 平時からの感染症サーベイランスの実施

• 準備期からの感染症サーベイランスの継続に加えて、当
該感染症に対する疑似症サーベイランスの開始

• リスク評価等に基づく感染症サーベイランス体制の強化

• 流行状況に応じた感染症サーベイランスの実施
• 新型インフルエンザ等の発生状況に応じた実施体制の見

直し、適切な感染症サーベイランスの実施体制への移行
④情報提供・共有、
リスクコミュニケーション

感染症対策について国民等が適切に判断・行動できるよう
・感染症危機に対する理解を深める
・リスコミの在り方の整理・体制整備

• 感染拡大に備えて、科学的知見等に基づく正確な情報を
国民等に的確に提供・共有し、準備を促す

• 国民等の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する理解を
深め、リスク低減のパートナーとして、適切な行動につ
ながるよう促す

⑤水際対策 • 円滑かつ迅速な水際対策を講ずるため、平時から、水際対策に係
る体制整備や研修、訓練、必要な物資や施設の確保やシステムの
整備を実施

• 迅速に水際対策の内容を検討し、実施
• 国内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入や感染拡

大のスピードをできる限り遅らせ、感染症危機への対策
に対する準備を行う時間を確保

• 国民生活及び社会経済活動に与える影響等も考慮しなが
ら、時宜に応じ適切かつ柔軟に水際対策の強化・緩和・
中止を検討し、実施

⑥まん延防止 有事にまん延防止対策を機動的に実施するため、
• 考慮すべき指標等（医療・社会経済）を事前整理
• 有事に国民・事業者の協力を得るため、理解促進を図る

迅速な国内でのまん延防止対策（患者への入院勧告・措置や
濃厚接触者への外出自粛要請等）実施のための準備

感染拡大防止と国民生活・社会経済活動のバランスをとるため、
病原体の特性の変化や、ワクチンや治療薬の普及等の状況変化に
より、まん延防止対策の強度を柔軟に切り替える

⑦ワクチン • 研究開発、確保、生産、供給、接種体制を構築・強化
• プッシュ型及びプル型研究開発支援を推進
• ワクチンに関する基本的な情報の提供や予防接種事務のデジタル

化、国際連携の取組を推進
• 予防接種やワクチンへの理解を深める啓発の実施

• 国内外の機関と連携し、病原体及びゲノム配列データ等
の情報を早期に入手・提供し、研究開発を推進

• ワクチンの生産や流通、接種に必要な体制について地方
公共団体等の関係機関と連携し整備を進める

• 流行株の変異状況や副反応等の情報に注意しながら、確
保したワクチンの接種を迅速に進める

• ワクチンの安全性等に係る情報の収集と適切な対策、ワ
クチン接種に関する積極的なリスコミの実施

⑧医療 • 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の整備と地域連携の
強化を実施

• 人材育成、DX等による感染症への対応能力を増強

• 診断・治療に関する情報等の周知・共有
• 相談・受診から入退院までの流れを早期整備する等、患

者に適切な医療を提供する体制を確保する

• 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制を確保し、
段階的に体制を切替え

• 事前の想定と異なる場合や予防計画及び医療計画に基づ
く体制を上回る恐れがある場合には、柔軟かつ機動的に
対応を行う

⑨治療薬・治療法 • 平時から重点感染症を対象とする研究開発を推進
（情報連携・資金確保・人材育成・DX）

• プッシュ型及びプル型研究開発支援を推進
• 有事の薬事承認や配分の優先順位について検討
• 備蓄の検討や、流通体制の整備

• 既存治療薬の有効性を検証し、配分・流通を管理
• 有効な治療薬開発のための研究開発を支援

(ゲノム情報の早期入手、緊急承認等の検討）

• 実用化支援・早期承認により、迅速に治療薬を開発し、
治療薬を用いた治療法を確立・普及

• 治療薬や対症療法薬の確保・適切な配分を図る

⑩検査 • 関係機関との連携により迅速に検査体制の構築に繋げるための準
備を行い、検査体制を整備する

• 人材育成を進めるとともに、整備した検査体制について訓練等で
実効性を定期的に確認し、適切に見直しを行う

海外での発生情報段階から病原体等を迅速に入手し、検査方
法の確立、検査体制の早期の整備を目指す

国や地域ごとの感染症の発生状況や病原体の特徴、診断等に
資する検体採取部位や時期、検査方法等を考慮の上、必要な
検査が円滑に実施されるよう検査体制を整備し、初動期から
の状況変更を踏まえた対応を実施

⑪保健 • 人材の育成や連携体制の構築等により、保健所及び地方衛生研究
所等の体制を整備する

• 平時からの情報共有により、有事の際の基盤作りを行う

• 有事体制へ迅速に移行するために準備を行う
• 不安を感じ始める住民に対して、国内発生を想定した情

報発信・共有を開始する

• 各種計画や準備期に整備した体制に基づき、迅速に有事
体制に移行して住民の生命及び健康を守る

• 地域の実情も踏まえて体制や対応を見直す
⑫物資 • 必要な感染症対策物資等の備蓄・配置を推進する。

• 有事において関係事業者への生産要請等を円滑に実施するため、
必要な体制を整備する。

• 感染症対策物資等が不足しないよう、物資の需給状況の
確認の上、必要に応じて、流通調整や生産要請を適切に
行う。

• 初動期に引き続き、物資の需給状況の確認の上、必要に
応じて、流通調整や生産要請を適切に行う。

⑬国民生活及び国民経済
の安定の確保

• 有事に国民生活や社会経済活動の安定を確保できるよう、体制整
備を行う。

• 有事の情報共有体制等の整備、業務継続計画策定等事業継続に向
けた準備を行う。

• 国内での新型インフルエンザ等発生に備え、必要な対策
の準備を開始する。

• 事業継続のための感染対策等の準備、法令等の弾力的な
運用の周知等を行う。

• 平時の準備を基に、国民生活や社会経済活動の安定を確
保する。

• 国等は、生じた影響を緩和するため、必要な支援及び対
策を行う 1



①実施体制

②情報収集
③サーベイ
ランス

④リスコミ

⑤水際対策

⑥まん延
防止

⑦ワクチン

⑧医療

⑨治療薬
・治療法

⑩検査

⑪保健

⑫物資

⑬国民生活
・国民経済

初動期

● 治療に関する情報等の随時公表・見直し

● 厚労省による新型インフルエンザ等発生の公表
       ● 政府対策本部の設置 、基本的対処方針に基づく政策実施

対応期

● 積極的疫学調査の開始

● 感染症指定医療機関による対応

● ゲノム情報入手・提供
● 病原体入手・提供
● 臨床研究開始

原因となるウイルス等の特徴や臨床像の情報の蓄積

● 対策開始
（情報提供等）

● 対策強化
（入国制限）

● 国内発生状況等を踏まえた対策の変更 ● 対策継続の要否の判断

 ● 承認、接種開始

● 治療薬の開発  ● 新薬の承認、使用開始

● まん延防止等重点措置、緊急事態措置等による感染拡大防止の取り組み

● 入院勧告・措置、移送、入院調整

● 迅速な情報提供・共有
● 双方向コミュニケーションの実施
● 偏見・差別や偽・誤情報への対応

● 事業継続に向けた準備の要請
● 生活関連物資等の安定供給に関する国民、事業者への要請

13項目別の主な対応（イメージ）

● 対象範囲の適切な見直し

● 需給状況、備蓄・配置状況の確認

●国外における感染症の発生情報の覚知
                ●当該感染症に対する疑似症サーベイランスの開始
                ●症例定義の作成

● 複数のサーベイランスの実施
● （定点把握でも発生動向が

  把握できる場合、）
定点把握への移行

●新型インフルエンザのプレパンデミックワクチンの使用検討
● パンデミックワクチンの開発

準備期には、
国・地方等の連携
DX推進・人材育成
実践的な訓練を実施

● 流行初期医療確保措置対象の協定締結医療機関による対応

● 相談対応開始

● 既存薬の適応拡大

● 協定締結医療機関による対応

（注１）感染症発生の情報覚知以降の対策の選択肢を時系列に大まかに示すものであり、ウイルスの特性等により各対策は前後しうる
（注２）ワクチンや治療薬の普及や変異株の流行など状況の変化に伴い、対策の縮小・再強化を行う
（注３）海外で疑わしい感染症が発生し、初動期はごく短期となり、国内での実際の患者発生は対応期となるケースを想定

●自宅・宿泊療養の調整、健康観察・生活支援

● 需給状況、備蓄・配置状況の確認、安定供給の要請
不足する場合は、生産事業者等への生産・輸入促進の要請、個人防護具の配布

       ●届出基準の設定、全数把握開始

● PCR検査手法の確立
● 検査体制の全国的な立ち上げ

● 抗原定性検査薬の開発 ● 承認、普及
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各分野の概要
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・新型インフルエンザ等発生時には、国民生活及び社会経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。
・そのため、国及び地方公共団体は新型インフルエンザ等発生時に備え、事業者や国民に必要な準備を行うことを勧奨する。
・また、指定（地方）公共機関は業務計画の策定等、事業継続のための準備を行う。
・新型インフルエンザ等発生時には、事業者や国民は、自ら事業継続や感染防止に努め、国及び地方公共団体は、国民生活及び社会経済活動への影響を考慮し、
必要な対策・支援を行う。

準備期 初動期 対応期
• 有事に国民生活や社会経済活動の安定

を確保できるよう、体制整備等を行う。
• 有事の情報共有体制等の整備、業務継

続計画策定等事業継続に向けた準備等
を行う。

• 国内での新型インフルエンザ等発
生に備え、必要な対策の準備を開
始する。

• 事業継続のための感染対策の準備、
法令等の弾力的な運用の周知等を
行う。

• 平時の準備を基に、国民生活や社会経済活動の安定を確保する。
• 国及び地方公共団体は、生じた影響を緩和するため、必要な支援及び対策を行う。

国民生活の安定の確保を対象としたもの

①生活関連物資等の安定供給に関する国民、事業
者への呼びかけ
②心身への影響に関する施策
• 国及び地方公共団体は、国民の心身への影響を

考慮し必要な施策を講ずる。
③生活支援を要する者への支援
• 国は市町村に対し、必要に応じ、高齢者や障害

者等の要配慮者等に生活支援等を行うよう要請
する。

④教育及び学びの継続に関する支援
⑤サービス水準の低下に係る国民への周知
⑥犯罪の予防・取締り
⑦物資の売渡しの要請
⑧生活関連物資等の価格の安定
⑨埋葬・火葬の特例
⑩新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全
• 行政上の権利利益に係る満了日の延長や期限内

に履行されなかった義務に係る免責等の措置

①情報共有体制の整備
• 国は、国民生活及び社会経済活動に

関する情報収集のための体制を整備
• 国及び地方公共団体は、関係機関が

連携するための情報共有体制を整備
②支援実施に係る仕組みの整備
• 国及び地方公共団体は、行政手続、

交付金の交付・給付について、DXを
推進

③法令等の弾力的な運用に関する準備
④新型インフルエンザ等発生時の事業継
続に向けた準備
・国は事業者に対し、新型インフルエン
ザ等の発生に備えた準備を勧奨する。

・指定（地方）公共機関は業務計画の策
定等必要な準備を行う。

⑤緊急物資運送等の体制整備
⑥物資及び資材の備蓄
• 国、地方公共団体及び指定（地方）

公共機関は感染症対策物資等のほか、
必要な食料品や生活必需品等を備蓄

• 国及び地方公共団体は、事業者や国
民にマスク等の衛生用品、食料品や
生活必需品等の備蓄を勧奨

⑦生活支援を要する者への支援の準備
⑧火葬能力等の把握、火葬体制の整備

①事業継続に向けた準備の要請
• 国は、必要に応じて事業者に対し、

事業継続のための感染対策の準備
を要請

• 指定（地方）公共機関等は国及び
都道府県と連携し、事業継続に向
けた準備を行う。

②生活関連物資等の安定供給に関する
国民、事業者への呼びかけ
• 国は国民に対し、生活関連物資等

の購入に当たって、適切な行動を
とるよう呼びかける。

• 国は事業者に対し、生活関連物資
等の価格が高騰しないよう、買占
め及び売惜しみを生じさせないよ
う要請する。

③法令等の弾力的な運用
④遺体の火葬・安置
・国は、市町村に対し、火葬場の火葬
能力の限界を超える事態に備え、一
時的に遺体を安置できる施設等の確
保ができるよう準備を要請する。

社会経済活動の安定の確保を対象としたもの

①事業継続に関する事業者への要請
• 国は、事業者に対し事業継続に資する情報提供

を行い、感染対策の実施を要請する。
• 指定（地方）公共機関等は業務計画に基づき、

必要な措置を開始する。

②事業者に対する支援
• 国及び地方公共団体は影響を受けた事業者への

支援を、公平性にも留意し、実施する。
③地方公共団体及び指定（地方）公共機関による
国民生活及び国民経済の安定に関する措置
• 水、電気及びガス等の安定的な供給の確保や緊

急物資の運送等

国民生活及び社会経済活動の両方の安定の確保を対象としたもの

①法令等の弾力的な運用
②金銭債務の支払い猶予
③新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資
④通貨及び金融の安定
⑤雇用への影響に関する支援

⑥国民生活及び社会経済活動に及ぼす影響を緩和
するその他の支援
• 国は、具体的に記載した各支援策に加えて、そ

の他の生じた影響について必要に応じ、支援を
行う。

政府行動計画のポイント
⑬国民生活・国民経済

16



静岡県　新型インフルエンザ等対策行動計画　もくじ表　 （本文完成後は各項目の末尾に該当ページを記載）

対策項目 １．準備期　 ２．初動期　 ３．対応期　

①
実
施
体
制

1-1.県行動計画の作成と見直し
1-2.実践的な訓練の実施
1-3.県等の体制整備・強化
1-4.国及び地方公共団体等の連携の強化

2-1.発生の疑いを把握した場合の措置
2-2.発生が確認された場合の措置
2-3.迅速な対策の実施に必要な予算の確保

3-1.基本となる実施体制の在り方
3-2.まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の
　　検討等について
3-3.特措法によらない基本的な感染症対策に
　　移行する時期の体制

②
情
報
収
集
・

分
析

1-1.実施体制
1-2.平時に行う情報収集・分析
1-3.訓練
1-4.人員の確保
1-5.DXの推進
1-6.情報漏洩等への対策

2-1.実施体制
2-2.リスク評価
2-3.情報収集・分析から得られた情報や対策の
　　共有・公表

3-1.実施体制
3-2.リスク評価
3-3.情報収集・分析から得られた情報や対策の
　　共有・公表

③
サ
ー
ベ
イ

　
　
ラ
ン
ス

1-1.実施体制
1-2.平時に行うサーベイランス
1-3.人材育成及び研修の実施
1-4.DXの推進
1-5.分析結果の共有

2-1.実施体制
2-2.リスク評価
2-3.感染症サーベイランスから得られた情報の
　　共有・公表

3-1.実施体制
3-2.リスク評価
3-3.感染症サーベイランスから得られた情報の
　　共有

④
情
報
提
供
・

共
有
、
リ
ス
ク

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

1-1.発生前における県民等への情報提供・共有
1-2.発生時における情報提供・共有体制の整備等

2-1.迅速かつ一体的な情報提供・共有
2-2.双方向のコミュニケーションの実施 
2-3.偏見・差別等や偽・誤情報への対応

3-1.基本的方針
3-2.リスク評価に基づく方針の決定・見直し

⑤
水
際
対
策

1-1.水際対策の実施に関する体制の整備 
1-2.地方公共団体等との連携

2-1.検疫措置の強化への協力
2-2.密入国者対策
2-3.地方公共団体等との連携

3-1.封じ込めを念頭に対応する時期
3-2.水際対策の変更の方針の公表

⑥
ま
ん
延
防
止

1-1.対策の実施に係る参考指標等の検討
1-2.発生時の対策強化に向けた理解及び準備の
　　促進等

2-1.県内でのまん延防止対策の準備

3-1.まん延防止対策の内容
3-2.時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方
3-3.まん延防止等重点措置の公示及び
　　緊急事態宣言の検討等

⑦
ワ
ク
チ
ン

1-1.研究開発
1-2.ワクチン接種に必要な資材の確保の準備 
1-3.ワクチンの供給体制
1-4.基準に該当する事業者の登録等
　　（特定接種の場合）
1-5.接種体制の構築 
1-6.情報提供・共有 
1-7.DXの推進

2-1.ワクチン等の確保
2-2.ワクチンの接種に必要な資材の確保
2-3.接種体制

3-1.ワクチンや接種に必要な資材の供給
3-2.接種体制
3-3.副反応疑い報告等
3-4.情報提供・共有

⑧
医
療

1-1.基本的な医療提供体制
1-2.予防計画及び医療計画に基づく
　　医療提供体制整備
1-3.研修や訓練の実施を通じた人材の育成等
1-4.発生時のためのDXの推進
1-5.医療機関の設備整備・強化等
1-6.臨時の医療施設等の取扱いの整理
1-7.静岡県感染症対策連携協議会等の活用
1-8.特に配慮が必要な患者に関する
　　医療提供体制確保

2-1.新インフル等に位置付けられる可能性がある
　　感染症に関する知見の共有等
2-2.医療提供体制の確保等
2-3.相談センターの整備

3-1.新インフル等に関する基本の対応
3-2.時期に応じた医療提供体制の構築
3-3.予防計画及び医療計画における事前の想定と
　　大きく異なる場合の対応方針
3-4.予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制
　　を上回るおそれがある場合の対応方針

⑨
治
療
薬
・

治
療
法

1-1.重点感染症の指定及び情報収集・
　　分析体制整備
1-2.治療薬・治療法の研究開発の推進
1-3.治療薬・治療法の活用に向けた整備

2-1.国内外の研究開発動向等の情報収集・分析
　　及び共有 
2-2.治療薬・治療法の活用に向けた体制整備
2-3.抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び使用
　　（新型インフルエンザの場合）

3-1.総合的にリスクが高いと判断される場合の
　　対応
3-2.リスク評価に基づく方針の決定・見直し

⑩
検
査

1-1.検査体制の整備
1-2.訓練等による検査体制の維持及び強化
1-3.検査実施状況等の把握体制の確保
1-4.研究開発支援策の実施等

2-1.検査体制の整備
2-2.県内におけるPCR検査等の汎用性の高い
　　検査手法の確立と普及
2-3.研究開発企業等による検査診断技術確立と
　　普及
2-4.診断薬・検査機器等調達・供給に係る調整　
2-5.リスク評価に基づく検査実施方針の検討

3-1.検査体制の拡充
3-2.研究開発企業等による検査診断技術の
　　確立と普及
3-3.診断薬・検査機器等の調達・供給に係る
　　調整
3-4.リスク評価に基づく検査実施方針決定・
　　見直し

⑪
保
健

1-1.人材の確保
1-2.業務継続計画を含む体制の整備
1-3.研修・訓練等を通じた人材育成及び
　　連携体制の構築
1-4.保健所及び地方衛生研究所等の体制整備
1-5.DXの推進
1-6.地域における情報提供・共有、
　　リスクコミュニケーション

2-1.有事体制への移行準備
2-2.住民への情報発信・共有の開始
2-3.感染症等に係る発生等の公表前に
　　管内で感染が確認された場合の対応

3-1.有事体制への移行
3-2.主な対応業務の実施
3-3.感染状況に応じた取組

⑫
物
資

1-1.体制の整備
1-2.感染症対策物資等の備蓄等
1-3.医療機関等における感染症対策物資等の
　　備蓄等

2-1.感染症対策物資等の備蓄状況等の確認
2-2.感染症対策物資等の需給状況の確認
2-3.円滑な供給に向けた準備

3-1.感染症対策物資等の備蓄状況等の確認等
3-2.備蓄物資等の供給に関する相互協力
3-3.緊急物資の運送等
3-4.物資の売渡しの要請等

⑬
国
民
生
活
・

国
民
経
済

1-1.情報共有体制の整備
1-2.支援の実施に係る仕組みの整備
1-3.条例等の弾力的な運用に関する準備
1-4.発生時の事業継続に向けた準備 
1-5.緊急物資運送等の体制整備
1-6.物資及び資材の備蓄
1-7.生活支援を要する者への支援等の準備
1-8.火葬能力等の把握、火葬体制の整備

2-1.事業継続に向けた準備等の要請
2-2.生活関連物資等の安定供給に関する
　　県民等及び事業者への呼び掛け
2-3.条例等の弾力的な運用
2-4.遺体の火葬・安置

3-1.県民生活の安定の確保を対象とした対応
3-2.社会経済活動の安定の確保を対象とした
　　対応
3-3.県民生活及び社会経済活動の両方の
　　安定の確保を対象とした対応

注：項目によっては県の行動内容が無い場合は削除する

項目数

国(140) 60 40 40

県(138) 60 38 40
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感染症情報センター 

 

感染症管理センター３階には、有事の際に感染対策の中核として、対策本部機能を担う「感染症情報センター」

を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な設備 

インターネット回線、ＳＤＯ回線 ５２インチ大型ディスプレイ × ４面 
テレビ会議スピーカー・マイクシステム 電動テレビカメラ × ３台 
映像撮影用スクリーン 映像撮影用照明器具 
映像切替装置 ワイヤレスマイク ４本 
動画編集用パソコン テレビ会議用パソコン 
感染症情報共有システムサーバー 映像蓄積用サーバー 
衛星携帯電話  

 

センターへのアクセス 

 

● 所在地    〒411-0801 三島市谷田 2276 静岡県健康福祉交流プラザ内 

● 電 話 ０５５－９２８－７２２０  FAX ０５５－９２８－７１００ 

● アクセス 

自動車でお越しの場合 

（ナビで御利用の場合は 

「三島市谷田２２７６」で検索してください。） 

東名沼津 IC より約 15 分 

新東名長泉沼津 IC より約 15 分 

伊豆縦貫道三島玉沢 IC より約３分 

新幹線、東海道線を御利用の場合 

JR 三島駅よりタクシーで約 20 分 

JR 函南駅よりタクシーで約 10 分 

                                         （R6.6.13） 

三島塚原 IC 

伊豆縦貫道 
三島駅 

至 東名・新東名 IC 

三島総合病院 

Ｒ１ Ｒ１３６ ふじのくに 
感染症管理 
センター 

三島玉沢 IC 
三島警察署 

至 伊豆 

・ 感染症情報センターは、感染症のパンデミックや、特定の医療機関・福祉施設において、集中

的に感染症が発生する、いわゆる「アウトブレイク」が発生した際に対策本部となる部屋です。 
・ 各種ネットワークが整備されており、いつでも県庁や保健所、関係医療機関等とテレビ会議・

打合せが可能です。 
・ 医療・感染症に関した講演会やセミナーを、会場内聴講とネット配信を併用したハイブリッド形

式で開催することができる設備も備えています。 
・ 感染症管理センターの取り組みの柱の１つとして、感染症に関係した研修の実施にも取り組ん

でおり、この感染症情報センター内で、各種動画の撮影と編集が可能です。 

FICC

Infection Control Center

ふじのくに
感 染 症 管 理
セ ン タ ー

 

 

Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ 
ふ じ の く に 
感染症管理センター 
 

事 業 概 要 
 

 

 
 

 

 

 

三嶋大社の薄黄木犀の花の色 

三島馬鈴薯の花の色 

三嶋馬鈴薯の色 

感染症管理センターの 
イメージカラー 
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センターのあゆみ 

 
平成 8 年５月 「静岡県総合健康センター」として開設 

鉄筋コンクリート造 地上３階・地下１階 敷地面積 17,150 ㎡ 延床面積 4,932.71 ㎡ 
総事業費 ３７億９千万円（平成元年度～７年度） 
主な施設 ホール（定員 300 人）、体育館（バレーコート２面分）、 

屋外ランニングコース（全天候ウレタン舗装） 
令和３年１０月 感染症専門施設の設置を発表 
令和４年２月 「（仮称）ふじのくに感染症管理センター」の設置場所を静岡県総合健康センター内に決定 

同   ３月 「（仮称）ふじのくに感染症管理センター基本構想」を策定 
令和５年３月 静岡県総合健康センター施設一般供用休止 
令和５年３月～令和６年２月 改修（建物・電気・機械・外壁）工事（総事業費７億 7 百万円） 
令和５年４月 ふじのくに感染症管理センターオープン（感染症対策課移転） 
令和６年１月 施設名称を「静岡県総合健康センター」から「静岡県健康福祉交流プラザ」に変更 
令和６年４月 ふじのくに感染症管理センターフルオープン（東部保健所細菌検査課移転） 
   静岡県健康福祉交流プラザ施設一般供用再開 

 

センターの施設・機能 

 
 
 
 
 
 
 

感染症情報センター             富士テラス               感染症検査室 
感染症管理センターの主な施設 

静岡県健康福祉交流プラザ 各フロア 

ふじのくに 

感染症管理センター 

（プラザ内に入居） 

３階 

事務部門（感染症対策課）R5.4～ 

･医療機関との調整、感染症に関する情報発信 (感染症情報センター) 

･医療福祉従事者等の研修、感染症発生動向、感染対策等の広報・啓発等  

２階 
検査部門(東部保健所細菌検査課)R6.4～  

･感染症検査(細菌･ウイルス検査)、食品衛生 (感染症/食品検査室) 

県民利用 １階 

（平時） 

・県民利用（貸会議室、体育館、

トレーニングルーム等） 

(有事) 

 ・感染症対応 

（ワクチン接種会場、物資配送拠等）  

 
健康福祉交流プラザの      主な県民利用施設 

 
 
 
 
 

体育館            トレーニングルーム     ランニングレーン 
 

センターの取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 平時には、医療・福祉現場の感染症対応力の底上げを行い、有

事（新型コロナウイルス感染症のような新しい感染症の流行）の

際には、感染症対策の司令塔の役割を担います。 
・ 有事の際には、新興感染症の発生段階から専門家の意見を聴取し対策に役立てるほか、

最初の感染症指定医療機関での対応以降、平時に県と医療措置の協定を締結した医療

機関に病床確保や外来対応を依頼するなど、司令塔としての 
機能を発揮します。 
 

県感染症予防計画では、病床７４７床、発熱外来９３０
医療機関を流行初期以降に確保する目標としています。 

・ 保健所の感染症対応について、業務の効率化を図るため、ＩＣＴ

を活用したデジタル化とデータ管理を一元化する情報システム

を構築しています。 
・ 県民や医療機関等に対する的確な情報発信を行うため、 「ダッ

シュボード機能」を活用した感染症情報の発信を行います。 
 

県内保健所では、令和５年に全数把握（１～５類）感染症 1,115 件、定

点把握（５類）140,668 件、合計 140,668 件の感染症患者情報を

取り扱いました。 

・ 保健所応援職員、医療従事者や福祉施設職員向けの感染症対

策研修を実施しています。 
・ 自己学習用動画や施設向けの研修資料・訓練シナリオ等を作

成しました。 
・ センターホームページにライブラリー機能を設置し、上記コンテンツを登録しています。 

 
令和５年度は、４種類１８回の研修を実施し、延べ 516 施設の

2,300 人の職員が参加しました。 

次の感染症に備える 

747 床 

９３０機関 

司令塔機能 
の確立 

情報プラット 
フォームの構築 

人材育成 

研修受講実績 

５１６施設 
2,300 人 

・ 県東部保健所（沼津市）細菌検査課がセンター内に移転し、検

査能力の高い機器を導入し、検査体制を強化しました。 
・ 交通途絶等の際には、県環境衛生科学研究所（藤枝市）のバッ

クアップ施設として機能します。 
・ 各種相談に対応しているほか、有事の際には、感染対策や受診についての相談を受け付け

るコールセンターを開設する予定です。 
 

感染症管理センター（東部保健所細菌検査課）では、１日８０件、

県環境衛生科学研究所、政令市地方衛生研究所とあわせ、全県で 

１日３６０件のＰＣＲ検査が行える体制となっています。 

ＰＣＲ検査能力 

３６０件/日 

検査・相談 

１年間の取扱感染症 

１４１,７８３件 
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事 務 連 絡 

令和６年７月 2 4 日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  介護保険担当主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  障害保健福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  児童福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

各 地方厚生（支）局医療課 御中 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 
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平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）については、診

療・検査医療機関をはじめとする多くの医療機関において、感染症患者の受入

れや一般患者への対応等の役割を果たしていただきました。令和５年５月８日

から感染症法上の位置づけが５類感染症に変更され、医療提供体制は、本年３

月末までに、入院措置を原則とした行政の関与を前提とする限られた医療機関

による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行した

ところです。 

一方、今般、全国の定点医療機関から報告される新規患者数は増加傾向が続

いております。今後、全国で増加傾向が継続し、夏の間に一定の感染拡大が生

じた場合、医療提供体制のひっ迫を招くおそれがあることから、各都道府県に

おいて、感染拡大局面にも対応できる実効性のある体制を整備することが必要

です。今後、想定される感染拡大にも対応できる体制をあらかじめ備えるため、

外来・入院医療体制の強化、高齢者施設等における対応の強化や地域住民への

注意喚起等に関し、ご留意いただきたい内容を下記のとおり改めて整理いたし

ました。 

各都道府県におかれては、下記の内容を踏まえつつ、改めて庁内関係部局と

の連携を強化するほか、都道府県医師会等の医療関係者や、管内の高齢者施設

等関係者、消防機関とも連携した上で、各地域における体制を確認いただくよ

うお願いします。 

 

記 

 

１．新型コロナの医療提供体制に関する基本的な考え方 

 ○ 新型コロナについては、昨年５月８日から感染症法上の位置づけが５類

感染症に変更され、新型コロナの医療提供体制については、本年３月末ま

でを移行期間として、入院措置を原則とした行政の関与を前提とする限ら

れた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常

の対応に移行してきたところ。 

 

○ 今後、全国で増加傾向が継続し、夏の間に一定の感染拡大が生じた場合、

医療提供体制のひっ迫を招くおそれがあることから、今後想定される感染
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拡大にも対応できるよう、２及び３の内容にご留意いただき、あらかじめ

外来・入院医療体制の強化に取り組んでいただきたい。 

 

２．外来医療体制 

(1) 基本的考え方 

○ 外来医療体制については、患者が幅広い医療機関で受診できるようにす

るため、これまでに、外来診療にあたる医療機関での感染対策の見直し、

設備整備等への支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作成・普

及を行い、感染対策の強化を図ってきた（※）。 

（※）医療機関向け啓発資材について 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について

（第四報）」（令和５年 10 月 20 日付け事務連絡） 

 

 ○ 各都道府県においては、今夏に想定される感染拡大に備え、広く一般的

な医療機関において、新型コロナの診療に対応できるよう、発熱等の症状

を有する患者を受け入れるための適切な準備を行っていただき、それでも

なお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適

切に勧奨いただきたいことについて、あらためて管下の医療機関等に周知

いただきたい。 

 

 ○ その際、感染症法第 38条第２項の規定に基づいた都道府県知事の指定に

よる第二種協定指定医療機関（発熱外来を行うもの）であることは、診療

報酬における外来感染対策向上加算等の施設基準（※）の一つとされてい

ることも踏まえ、各都道府県においては、新型コロナ患者の外来診療につ

いて、第二種協定指定医療機関に協力を依頼することも考えられる。 

  （※）外来感染対策向上加算の施設基準（「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する

手続きの取扱いについて」（令和６年３月５日付け保医発 0305 第５号）より当該施設基

準の一部を抜粋） 

第１の４ 外来感染対策向上加算 

１ 外来感染対策向上加算に関する施設基準 

     (３)  感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格

者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこ

と。なお、当該職員は別添３の第 20 の１の(１)アに規定する医療安全対策加算

に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第１章第２部通則７に

規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。 

(６) (３)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年２回程度、

定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添

２の第１の３の(５)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に
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行うこと。 

(12) 当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感

染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを

行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等

の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。 

(13) 感染症法第 38 条第２項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第

二種協定指定医療機関（同法第 36 条の２第１項の規定による通知（同項第２

号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）又は医療措置協定（同号に掲

げる措置をその内容に含むものに限る。）に基づく措置を講ずる医療機関に限

る。）であること。 

(14) 新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱

患者等の動線を分けることができる体制を有すること。 

 

○ また、新型コロナ診療に対する医療機関の増加に対応するためには、薬

局における経口抗ウイルス薬の提供体制の確保も重要となる。薬局におい

ては、これまでも自宅療養者に対し、経口抗ウイルス薬等を提供し、必要

な服薬指導等を実施していただいているところであるが、引き続き、地域

において経口抗ウイルス薬等の必要な医薬品が適切に提供される体制の確

保に向けた取組を行っていくことが重要である。 

 

(2) 受診相談体制の強化・注意喚起等 

（♯7119、♯8000 等の活用） 

〇 特に救急医療のひっ迫を回避する観点から、都道府県で構築してきた電

話等による相談体制（♯7119、♯8000、救急相談アプリ等を活用した相談

体制）の活用を図ることが有効であり、当該相談体制について、地域住民

に改めて周知することが望ましい。 

 

（抗原定性検査キットの用意等） 

○ 更なる感染拡大が想定される場合には、あらかじめ抗原定性検査キット

や解熱鎮痛薬を用意すること等を住民に呼びかけるとともに、有症状者の

うち重症化リスクの低い方に対しては、抗原定性検査キットによる自己検

査及び自宅療養を実施いただくよう周知することも考えられる。 

 

（証明書等の取得のための外来受診について） 

○ 特に感染拡大局面においては、医療機関等が発行する検査の結果を証明

する書類や診断書を求めるため受診すること（とりわけ救急外来を利用す

ること）は、外来ひっ迫の一因となることから、これらを目的とした受診

は控えていただくよう、改めて周知することが望ましい。 
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(3) 医療機関等情報支援システム（G-MIS）の活用 

○ 医療機関等情報支援システム（G-MIS）について、新型コロナ感染の疑

いのある外来患者への診療・検査の状況等の入力ができる週次調査は、厚

生労働省からの入力依頼は本年３月末で終了したところであるが、週次調

査の機能は残している。都道府県においては、医療機関におけるひっ迫状

況の把握に当たり、感染状況を踏まえ、管轄下の医療機関に対して G-MIS

への入力を依頼する等、積極的に活用されたい。 

    

３．入院医療体制 

(1) 基本的考え方 

○ 入院医療体制については、本年３月末までに、幅広い医療機関において

新型コロナの入院患者を受け入れる通常の医療提供体制に移行したところ

であるが、各都道府県においては、今夏に想定される感染拡大に備え、機

能に応じて各医療機関で新型コロナ患者の入院受入れ体制の構築を進めて

いただくよう、あらためて管下の医療機関等に周知いただきたい。 

 

 ○ その際、感染症法第 38条第２項の規定に基づき都道府県知事の指定を受

けている第一種協定指定医療機関は、診療報酬の感染対策向上加算（※）

においても、将来の新興感染症への備え等が評価されている医療機関であ

ることから、各都道府県においては、新型コロナ患者の入院受入れについ

て、第一種協定指定医療機関に協力を依頼することも考えられる。 

 （※）感染対策向上加算１の施設基準（「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手

続きの取扱いについて」（令和６年３月５日付け保医発 0305 第５号）より当該施設基準

の一部を抜粋） 

第 21 感染対策向上加算 

１ 感染対策向上加算１の施設基準 

(２)  感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染

防止に係る日常業務を行うこと。 

ア 感染症対策に３年以上の経験を有する専任の常勤医師（歯科医療を担当   

する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師） 

イ ５年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了

した専任の看護師 

ウ ３年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師 

エ ３年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師 

アに定める医師又はイに定める看護師のうち１名は専従であること。なお、

感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務

を行う場合及び感染対策向上加算２、感染対策向上加算３又は外来感染対策

向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行
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う場合及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに応じ、当

該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に対する助言に係る業務を行う

場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。ただ

し、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時

間は、原則として月 10 時間以下であること。 

当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち１名が院内感染

管理者として配置されていること。なお、当該職員は「Ａ２３４」に掲げる

医療安全対策加算に規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第２部通

則７に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。 

また、アに掲げる常勤医師については、週３日以上常態として勤務しており、

かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師

（感染症対策に３年以上の経験を有する医師に限る。）を２名組み合わせるこ

とにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置

されている場合には、当該２名の非常勤医師が感染制御チームの業務に従事

する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 

(６) (２)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院

内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添２の第１の３

の(５)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。 

(７) (２)のチームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算２

又は３に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年４回程度、定

期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録している

こと。また、このうち少なくとも１回は、新興感染症の発生等を想定した訓練

を実施すること。 

(15) 感染症法第 38 条の第２項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている

第一種協定指定医療機関であること。 

(16) 新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や

清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。 

 

(2) 地域における医療機関間の役割分担の確認・明確化 

 ○ 感染拡大局面において、特定の医療機関に負担を偏らせないようにする

ため、あらためて、地域での役割分担の確認・明確化をしておくことが重

要である。特に、円滑な入院調整を行うためには、症状悪化の際の転院

（いわゆる上り搬送）を担う医療機関、症状軽快の際の転院（いわゆる下

り搬送）を担う医療機関、特別な配慮が必要な患者（妊産婦、小児、障害

児者、認知症患者、がん患者、透析患者、精神疾患を有する患者、外国人

等）の受入れを担う医療機関などの医療機関間の役割分担が重要である。 

 

 ○ このため、これまでの新型コロナの対応を通じて構築された医療機関間

での連携体制、ノウハウについては、今後の感染拡大局面においても重要

であり、救急搬送増加への対応にも資することから、地域での実情等を踏

まえつつ、医療関係者、消防関係者等との間で、医療機関間の役割分担を

改めて確認することが重要である。 
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○ なお、緊急性の乏しい転院搬送については、本来、消防機関が実施する

ものではないため、医療機関が所有するいわゆる病院救急車、消防機関が

認定する患者等搬送事業者等を活用することを検討すること。 

（参考）転院搬送における救急車の適正利用の推進について 

・「転院搬送における救急車の適正利用の推進について」（平成 28 年３月 31 日付け消

防救第 34号消防庁次長、医政発 0331第 48号厚生労働省医政局長連名通知） 

 

(3) 医療機関等情報支援システム（G-MIS）の活用 

○ 医療機関等情報支援システム（G-MIS）について、新型コロナ患者の受

入可能病床数及び新型コロナ入院患者を受け入れた場合の入院患者数の入

力ができる日次調査は、厚生労働省からの入力依頼は本年３月末で終了し

たところであるが、日次調査の機能は残している。都道府県においては、

医療機関における入院者数等を把握するため、感染状況を踏まえ、管轄下

の医療機関に対して G-MIS への入力を依頼する等、積極的に活用されたい。 

 

(4) 都道府県による入院先決定への協力の検討 

○ 新型コロナ患者については、引き続き、原則、医療機関間で入院先の決

定（入院調整）を行うこととしているが、都道府県においては、感染拡大

局面において、地域の実情を踏まえ、G-MIS の活用等を通じて入院先の決

定への協力や支援等を行うことを検討されたい。 

 

(5) 院内感染対策の徹底 

○ 院内感染対策については、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の着用、

ゾーニングや室内換気の徹底が重要である。 

    こうした院内感染対策の例は「診療の手引き（※）」においても、記載

しているため、適宜活用・周知されたい。 

 （※）「新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第 10.1 版」（p.59～64）参照 

https://www.mhlw.go.jp/content/001248424.pdf 

 

４．地域住民等に対する基本的な感染対策の再周知 

  ○ 新型コロナウイルス感染症の感染予防には、換気、手洗い・手指消毒な

どの基本的な感染対策が有効である。特に、高齢者や基礎疾患のある方が

感染すれば重症化リスクも高まるため、通院や高齢者施設を訪問する時な

どは、感染予防としてマスクの着用が効果的である。帰省等で高齢の方と
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会う場合や大人数で集まる場合は、感染予防を心掛け体調を整えるように

することがポイントとなる。 

    こうした夏の感染対策のポイントについては、厚生労働省のホームペー

ジ（※）や SNS 等において周知しており、これらのツールを活用をしなが

ら、地域住民等への周知をお願いする。 

（※）厚生労働省ウェブサイト「夏の感染対策のポイント」参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

５．高齢者施設等における対応 

【高齢者施設等における対応】 

 ○ 高齢者施設等については、重症化リスクが高い高齢者が多く生活してい

ることを踏まえ、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体制を

確保するとともに、感染症対応に円滑につながるよう、平時からの取組を

強化しつつ、施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療

養体制の確保等の取組を自治体や関係団体の協力のもと進めてきたところ。 

 

○ こうした取組を行う中で、昨年 10月の調査では、概ね９割の高齢者施設

等が医療機関との連携体制の確保、感染症の予防及びまん延防止のための

研修及び訓練の実施等を行っていることが自治体を通した調査により確認

された。 

 今般の感染の流行や今後の感染拡大に備え、これまでに構築した医療機

関との連携体制等については、引き続き確保いただきたい。 

 

○ その際、感染対策向上加算を届出している医療機関においては、施設基

準において、介護保険施設等から求めがあった場合には当該施設等に赴い

て実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、研修を合同で実施

することが望ましい、とされていることから、特に当該医療機関の協力を

依頼することも考えられる。 

 

○ また、令和６年度介護報酬改定において、高齢者施設等における感染症

対応力の向上を目的として、「高齢者施設等感染対策向上加算」（※）が創

設された。本加算の取得を推進することにより、平時における感染対策及

び医療機関との連携体制の確保を更に進めていただきたい。 

※ 同加算の算定要件として、高齢者施設等には以下の①、②の両方の連

携が求められる。このうち、②については、上記のこれまでの新型コロ
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ナに係る医療機関との連携体制を引き続き確保していることを算定の要

件としている。 

① 新興感染症への対応として、第二種協定指定医療機関との連携 

② その他の感染症（新型コロナ含む）への対応として、協力医療機関

等との連携 

 

○ さらに、高齢者施設等における感染対策については、これまでも徹底し

ていただいているところであるが、「高齢者施設等における感染対策等に

ついて」（令和５年４月 18 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務

連絡）において高齢者施設等における感染対策として重要と考えられる点

をまとめているため、あらためて周知いただきたい。 

・「高齢者施設等における感染対策等について」（令和５年４月 18日付け事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001089956.pdf 

 

【障害者施設等における対応】 

 ○ 障害者施設等についても、上述の高齢者施設等における対応と同様、感

染症対応に円滑につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等に

おける感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の取組

を自治体や関係団体の協力のもと進めてきたところ。 

引き続き、今般の感染の流行や今後の感染拡大に備え、これまでに構築

した医療機関との連携体制等については、引き続き確保いただきたい。  

  

 ○ また、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者施設等

における感染症対応力の向上を目的として、「障害者支援施設等感染対策

向上加算」（※）が創設された。本加算の取得を推進することにより、平

時における感染対策及び医療機関との連携体制の確保を更に進めていただ

きたい。  

 ※ 同加算の算定要件として、障害者施設等には以下の①、②の両方の連

携が求められる。このうち、②については、上記のこれまでの新型コロ

ナに係る医療機関との連携体制を引き続き確保していることを算定の要

件としている。 

  ① 新興感染症への対応として、第二種協定指定医療機関との連携  

  ② その他の感染症（新型コロナ含む）への対応として、協力医療機関

等との連携  
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 ○ さらに、障害者施設等における感染対策については、これまでも徹底し

ていただいているところであるが、厚生労働省のホームページ（※）にお

いて、障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル等

を公表しているため、あらためて周知いただきたい。  

（※）厚生労働省ウェブサイト「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」参照 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 

 

６．その他  

【検査について】 

 ○ 行政検査については、新型コロナを含む感染症全般について、実施主体

である都道府県等においてその必要性や範囲等を判断しつつ、実施してい

ただきたい。なお、実施する際には、その実施から結果の把握までを迅速

に行うことが重要であるため、検査機関や、検査を実施する可能性のある

各種施設等と連携を密にしていただくようお願いする。 

 

 ○ 各自治体で実施していただいているゲノムサーベイランスについては、

「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変

異株 PCR 検査について」（令和３年２月５日付け感感発 0205 第４号）に基

づいて、引き続き実施いただきたい。なお、当該検査は、行政検査として

取り扱う。 

 



厚生労働省事務連絡の内容

1

今夏の新型コロナウイルス感染症の感染
拡大に備えた保健・医療提供体制の確認
等について 各都道府県

　衛生主管部
　介護保険担当主管部
　障害保健福祉主管部
　児童福祉主管部

厚生労働省
　医政局　　　　　　地域医療計画課
　健康・生活衛生局　感染症対策課
　医薬局　　　　　　総務課
　社会・援護局　　　障害福祉課
　老健局　　　　　　高齢者支援課
　保険局　　　　　　医療課
こども家庭庁

　支援局障害児支援課

令和６年７月２４日付
事務連絡

通知内容
１　新型コロナの医療 提供 体制に関する基本的な考え方
２　外来医療体制

　　(1) 基本的考え方、(2) 受診相談体制の強化・注意喚起等
    (3) 医療情報システム（G-MIS）の活用
３　入院医療体制

　　(1) 基本的考え方、(2) 地域における医療機関間の役割分担の確認・明確化
    (3) 医療情報システム（G-MIS）の活用、(4) 都道府県による入院先決定への協力の検討
４　地域住民等に対する基本的な感染対策の再周知
５　高齢者施設等における対応
　　高齢者施設等における対応、障害者施設等における対応

６　その他　検査について

別冊資料４－２



医療機関に対する県からの主な依頼

2

• 発熱等の症状を有する患者を受け入れるための適切な準備

• 「協定指定医療機関」で診療報酬加算の医療機関は、一層の協力を
お願いします。

１　患者の受入れ

２　受診先医療機関の情報提供

• 県民が受診先を探す際に有効な手段となる「医療情報ネット（ナビ
イ）」に、お盆時期をはじめとする休診や診療時間の変更情報の登
録をお願いします。

３　発熱外来・入院状況の共有

• 医療ひっ迫状況を共有し、県民へ情報提供することで、感染対策や
適正受診を促すため、日次・週次のG-MISへの入力再開のお願い。



（参考）医療情報ネット（ナビイ）

医療機関名

3



外来医療機関に対する依頼内容

4

患者の受入れについて

• 新型コロナの診療に対応し、発熱患者受入れの適切な準備

• 診療可能な医療機関への受診勧奨（新型コロナの診療が困難な場合）

• 新型コロナ外来診療への一層の協力（第二種協定指定かつ外来感染対策向上加算医療機関）

情報の入力

• 「医療情報ネット（ナビイ）」に対する休診や診療時間の登録・変更

• 発熱外来のひっ迫状況・コロナ検査件数に関するＧ－ＭＩＳの入力



入院医療機関に対する依頼内容

5

患者の受入れ

• 新型コロナ患者の入院を受け入れるための体制の構築

• 新型コロナ入院受入れへの一層の協力
　　　　　　（第一種協定指定かつ感染対策向上加算医療機関）

地域における医療機関・社会福祉施設等の役割分担

• 日ごろ関係のある医療機関や社会福祉施設と上り搬送・下り搬送に関するの役割分担の確認

情報の入力

• 入院患者数等に関するＧ－ＭＩＳの入力



社会福祉施設に対する依頼内容

6

医療機関との連携

• 医療機関に入院した入所者の症状が軽快し、退院が可能となった際の速やかな再入所

• これまでに構築した医療機関との連携体制等の維持

• 施設等において新型コロナウイルス感染症対策に対する指導・助言を必要とする場合には、感
染対策向上加算を届出している医療機関に協力を依頼することも検討



県民に対する呼び掛け内容

7

事前の準備

• 抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬の準備

感染防止の対策

• 基本的な感染予防の周知

• 通院や高齢者施設を訪問する時などのマスク着用の勧奨

受診行動

• 電話等による相談体制#8000、救急相談アプリ等の活用

• 重症化リスクの低い方の自己検査及び自宅療養の推奨

• 検査結果証明や診断書のための時間外・救急外来受診の差し控え



医 感 第 号

令和６年７月 日

県内各医療機関 管理者 様

静岡県健康福祉部長

今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた対応について（依頼）

日頃から、本県の感染症対策に御理解、御協力を賜り誠にありがとうございます。

このことについて、新型コロナ感染症の患者数が増加したため、７月 19 日には感染拡

大注意報を発令したところです。また、国からは、別添写しのとおり外来・入院医療体

制の強化等に取り組むよう依頼がありました。

今後、更なる感染拡大により医療提供体制のひっ迫が懸念されますので、国の依頼通

知を踏まえた下記の対応をお願いいたします。

記

１ 外来医療について

(1) 患者の受け入れについて

・広く一般的な医療機関において、新型コロナの診療に対応できるよう、発熱等の症

状を有する患者を受け入れるための適切な準備をお願いいたします。

・昨年 5 月の 5 類移行以降、限られた医療機関による特別な対応から、通常の対応

に移行しております。現在の対応でもなお新型コロナ感染症の診療が困難な場合

には、患者の近隣で診療可能な医療機関への受診勧奨を適切に行ってください。

・感染症法第 38 条第２項の規定に基づいた、県知事による第二種協定指定医療機関

（発熱外来を行うもの）の指定を受けている医療機関で外来感染対策向上加算を

算定している医療機関にあっては、診療報酬における加算の施設基準上「外来にお

いて、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する

患者の受入れを行う」とされていることから、新型コロナ患者の外来診療について、

一層の協力をお願いします。

（案１） 別冊資料５



(2) 情報の入力について

・本年 4月から稼働した医療情報ネット（ナビイ）は、診療日や診療科目などさまざ

まな情報から、医療機関を検索することのできる、発熱症状を呈した方が受診先を

探す際に有効な手段となるシステムであります。お盆時期をはじめとする休診や

診療時間が変更となった際には速やかに「医療情報ネット（ナビィ）」の登録・変

更をお願いいたします。

２ 入院医療について

(1) 患者の受け入れについて

・今後想定される感染拡大に備え、各医療機関の機能に応じて新型コロナ患者の入院

を受け入れるための体制の構築を進めてください。

・昨年５月の５類移行以降、限られた医療機関による特別な対応から、通常の対応に

移行しております。新型コロナ感染症を理由として入院を断ることがないように

お願いします。

・また、感染症法第 38 条第２項の規定に基づいた、県知事による第一種協定指定医

療機関（入院を担うもの）の指定を受けている医療機関で感染対策向上加算を算定

している医療機関にあっては、感染症への備え等の対応が高く評価されているこ

とから、地域での新型コロナ患者の入院受入れについては、一層の協力をお願いし

ます。

・院内感染対策については、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の着用、ゾーニング

や室内換気の徹底が重要であり、こうした院内感染対策の例は「診療の手引き」に

記載されているので参考としてください。

(2) 地域における医療機関・社会福祉施設等の役割分担について

・各地域において特定の医療機関に負担が偏ることがないよう、症状悪化の際の医療

機関・社会福祉施設からの入転院（いわゆる上り搬送）及び症状軽快の際の退転院

（いわゆる下り搬送）に関して、改めて日ごろから関係のある医療機関や社会福祉

施設との役割分担の確認をお願いします。

(3)情報の入力について

・各医療機関に対して、新型コロナ患者の受入可能病床数及び新型コロナ入院患者を

受け入れた場合の入院患者数を G-MIS へ日次入力する依頼は、本年３月末で終了



しましたが、病床逼迫下の上り搬送、下り搬送を円滑に行うためには、医療機関の

現在の入院患者数を共有することが重要であると考えております。

・また、県内の総入院患者数を県が県民に情報提供することで、新型コロナ感染症の

拡大状況や医療機関の負担を県民がより理解できると考えます。

・３月末までは多くの医療機関に入力いただいていたことから、各医療機関に、土日

を除く日々の入院患者数（入院患者数と、そのうちの人工呼吸器管理の患者数）に

ついて G-MIS への入力をお願いいたしします。なお、当該入力結果について 3 月

までと同様に毎日県において集約しｅメール等により共有します。

４ その他

・なお、感染拡大時の医療提供体制を確保するため、社会福祉施設に対して、当該施

設の利用者に関する症状軽快の際の転院（いわゆる下り搬送）の受入要請があった

際には、新型コロナ感染症の感染歴を理由とした受入拒否を行わないよう、別添写

しのとおり、依頼しております。

担 当 医療局感染症対策課企画情報班

電話番号 ０５５－９２８－７２２０



医 感 第 号

令和６年７月 日

県内各社会福祉施設 管理者 様

静岡県健康福祉部長

今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた対応について（依頼）

日頃から、本県の感染症対策に御理解、御協力を賜り誠にありがとうございます。

このことについて、新型コロナ感染症の患者数が増加したため、７月 19 日には感染拡

大注意報を発令したところです。また、国からは、別添写しのとおり、高齢者施設等や

障害者施設等における感染対策の徹底や医療機関との連携強化についての依頼がありま

した。

今後、更なる感染拡大により医療提供体制のひっ迫が懸念されますので、国の依頼通

知を踏まえて下記の対応をお願いいたします。

記

１ 高齢者施設等における対応について

(1) 高齢者施設等における感染対策について

・高齢者施設等における感染対策については、これまでも徹底していただいていると

ころであります。「高齢者施設等における感染対策等について」（令和５年４月 18

日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）において高齢者施設等にお

ける感染対策として重要と考えられる点をまとめているため、参考としてくださ

い。

(2) 医療機関との連携について

・高齢者施設等については、重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏

まえ、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体制を確保するとともに、

感染症対応に円滑につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等における

感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の取組を自治体や関係

団体の協力のもと推進をお願いします。

（案２）
別冊資料６



・昨年 10 月の調査では、全国の概ね９割の高齢者施設等が医療機関との連携体制の

確保、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施等を行っていま

した。引き続き、これまでに構築した医療機関との連携体制等の確保をお願いしま

す。

・感染対策向上加算を届出している医療機関においては、施設基準において、介護保

険施設等から求めがあった場合には当該施設等に赴いて実地指導等、感染対策に

関する助言を行うとともに、研修を合同で実施することが望ましい、とされている

ことから、高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症対策に対する指導・助

言を必要とする場合には、当該医療機関に協力を依頼することも考えられますの

で、検討をお願いします。

・感染拡大時の医療提供体制を確保するため、協力医療機関等との連携の下で適切な

医療提供等の対応を行っていただくとともに、医療機関に入院した入所者の症状

が軽快し、退院が可能となった際には、速やかに施設に再入所させることができる

よう努めていただきますようお願いします。

(3) 感染対策向上加算について

・令和６年度介護報酬改定における、高齢者施設等における感染症対応力の向上を目

的とした「高齢者施設等感染対策向上加算」の創設をふまえ、平時における感染対

策及び医療機関との連携体制の確保を更に進めるため、高齢者施設等において本

加算の取得を推進してください。

２ 障害者施設等における対応について

(1) 障害者施設等における感染対策について

・障害者施設等における感染対策については、これまでも徹底していただいていると

ころであります。厚生労働省のホームページにおいて、障害福祉サービス施設・事

業所職員のための感染対策マニュアル等を公表しているため、参考としてくださ

い。



(2) 医療機関との連携について

・障害者施設等についても、上述の高齢者施設等における対応と同様、感染症対応に

円滑につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対策の徹

底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の取組を自治体や関係団体の協力の

もと推進をお願いいたします。

・今般の感染の流行や今後の感染拡大に備え、引き続き、これまでに構築した医療機

関との連携体制等の確保をお願いします。

(3) 感染対策向上加算について

・令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における、障害者施設等における感染症対

応力の向上を目的とした「障害者支援施設等感染対策向上加算」の創設をふまえ、

平時における感染対策及び医療機関との連携体制の確保を更に進めるため、障害

者施設等において、本加算の取得を推進してください。

担 当 医療局感染症対策課企画情報班

０５５－９２８－７２２０

福祉長寿局福祉指導課

介護指導第２班、障害指導班

０５４－２２１－３７７０



令和６年度 第１回静岡県感染症対策専門家会議 議事録要旨（抜粋）

開催日時：令和６年７月 17 日（水）18:00～19：40

出席者：説明資料 39 ページ参照

協議事項

○主な意見

ž 構成については、案１と案２は両方あった方が良い。実際に臨床で

みるのは、案２の方が良いが、冊子として置いておくのは、案１の

方が良い。案１は全体が見えるように簡便にしていただきたい。

ž 13 の対策項目を縦軸に、３つの時期を横軸にした表を作成し、それ

を冊子の目次にするとよい。電子版は目次の対策内容をクリックす

ると本文のページに移行できると良い。

○主な意見

ž 診療所も一度は訓練を経験した方が良い。訓練シナリオを共有し、

各地域で同じような訓練を実施してもらうことも考えてほしい。

・訓練を実施するのは良いが、関係機関に相談しながら、県で医療機

関が負担なく参加できる方法を検討してほしい。

別冊資料７

１ 新型インフルエンザ等対策行動計画の改定方針

２ 令和６年度の県の感染症対応訓練


